
居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携（介護予防を含む）について

 平成２７年度制度改正により、居宅介護支援（介護予防支援も同様）の運営に関する

基準が見直され、居宅介護支援事業所と指定居宅サービス等の事業所の意識の共有を図

る観点から、介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等の

担当者から個別サービス計画の提出を求めることとなりました。

○「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」（平成11年厚生省令第38号）
第 13条
（指定居宅介護支援の具体的取扱方針）

（新設）

12 介護支援専門員は，居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に
対して，訪問介護計画（指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基

準（平成 11 年厚生省令第 37 号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）第 24
条第１項に規定する訪問介護計画をいう。）等指定居宅サービス等基準において位置

付けられている計画の提出を求めるものとする。

※指定介護予防支援も同様の改正となります。

○「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」（平成11年老企第22号）
第２の３（7）
（新設）

⑫ 担当者に対する個別サービス計画の提出依頼（第 12号）
  居宅サービス計画と個別サービス計画との連動性を高め、居宅介護支援事業者とサ

ービス提供事業者の意識の共有を図ることが重要である。

  このため、基準第 13 条第 12 号に基づき、担当者に居宅サービス計画を交付した
ときは、担当者に対し、個別サービス計画の提出を求め、居宅サービス計画と個別サ

ービス計画の連動性や整合性について確認することとしたものである。

  なお、介護支援専門員は、担当者と継続的に連携し、意識の共有を図ることが重要

であることから、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性の確認につ

いては、居宅サービス計画を担当者に交付したときに限らず、必要に応じて行うこと

が望ましい。

  さらに、サービス担当者会議の前に居宅サービス計画の原案を担当者に提供し、サ

ービス担当者会議に個別サービス計画の提出を求め、サービス担当者会議において情

報の共有や調整を図るなどの手法も有効である。

※指定介護予防支援も同様の改正となります。
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 前頁の国の見直しに伴い、「岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準等を定める条例（平成２６年条例第３１号」）及び「岡山市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例（平成２６年条例第３２号）」も同様の改正を行

います。

【指定居宅サービス事業者（介護予防を含む）のみなさまへのお願い】

指定居宅介護支援事業所（指定介護予防支援事業所）から個別サービス

計画の提出を求められた際には、これに応じ、居宅サービス計画（介護予

防サービス計画）と個別サービス計画の連動性や整合性について確認する

ことによって、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じたよ

りよいサービス提供を行うために、指定居宅介護支援事業所（指定介護予

防支援事業所）との意識の共有を図るよう、お願いいたします。
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平成27年 4月版

１ 届出が必要な変更事項、届出時期、必要書類、提出方法 

次ページの一覧表で確認してください。

２ 届出手順

郵送用宛名ラベル  ※こちらをコピーの上、使用されると便利です。

   〒 ７００－０９１３  

岡山市北区大供３丁目１－１８  KSB会館４階
岡山市 事業者指導課 訪問通所事業者係  宛 

＜変更届 （                 ）在中＞

変更届（必要書類・提出方法）
※届出用紙は、事業者指導課（訪問通所事業者係）のホームページからダウンロードできます。

変更の発生
一覧表で提出

方法等の確認

変更日

以前に 

来庁（事

前協議） 

変 更 が
あった日
から１ ０
日 以 内
に 

郵送

（〒）

① 電話予約をする 

 予約先：事業者指導課 訪問通所事業者係 

TEL 086-212-1013

② 必要書類の作成 

③ ②の事業所控えをとる。 

④ 予約日に②,③を持参して、来庁（事前協議）

（事業者指導課は、KSB 会館４階です。） 

① 必要書類の作成 

② ①の事業所控えをとる → 保管 

③ ①を下記に郵送する。 

〒700-0913  

岡山市北区大供 3 丁目 1－18 KSB 会館 4 階

    岡山市事業者指導課 訪問通所事業者係 宛 

（下記の郵送用宛名ラベルを活用してください。） 

サービスの種類を記載してください。
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○変更の届出（福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与） 

既に申請、届出している事項に変更が生じた場合、介護保険法の定めに基づき、 

１０日以内に変更の届出が必要です。 

   なお、変更内容（事業所の移転など重要な変更の場合）によっては、事前に岡山市（事

業者指導課）と協議する必要があります。

変更の届出は、岡山市保健福祉局事業者指導課へ１部提出してください。

期限内に提出できないときは、遅延理由書を添付してください。 

◆同時に複数項目の変更を届出する場合、重複する書類は省略可能です。 

◆当該事業所が「（介護予防）福祉用具貸与」と「特定（介護予防）福祉用具販売」

指定を併せて受け、かつ、一体的に運営がなされている場合、変更届出書の「サー

ビスの種類等」欄に「（介護予防）福祉用具貸与、（介護予防）福祉用具販売」と

記載することにより、変更届出書を１枚に集約できます。

  ◆変更事項３，４，５，１１について複数事業所に及ぶ場合、「事業所一覧」の添付により、 

一括処理が可能です。ただし、同一サービス（福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与）に

限ります。 

変更の届出が必要な事項 提出書類

 １．事業所の名称 

【関連項目】 

定款等の記載にも変更がある場合、

５を参照してください。

①変更届（様式第４号）

②付表１１

③変更後の運営規程

 ２．事業所の所在地 

【関連項目】 

定款等の記載にも変更がある場合、

５を参照してください。 

【重要】 

岡山市以外の所在地へ事業所を 

移転する場合には、岡山市へ廃 

止届と、移転先の所在地（指定 

権者）での新規指定申請になり 

ます。 

※事前協議が必要 

①変更届（様式第４号） 

※変更届の「変更の内容」欄に、変更後の郵便番号、所在地、

   電話番号、ＦＡＸ番号を記載すること。 

②付表１１

③事業所の位置図（住宅地図の写し等） 

④事業所の平面図 

⑤事業所の写真（外観、事業所の出入口部分、事務室、相談室、

保管スペース（消毒済と未消毒の区分ごと）、消毒用器材） 

※各２方向以上、死角のないよう撮影し、Ａ４用紙に 

貼付のこと。 

⑥変更後の運営規程 

⑦事業所として使用する建物の使用権限を証明できる書類 

※自己所有の場合は、建物の登記事項証明書又は登記識別情報 

 通知等の写し等（土地は不要） 

※賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し 

⑧建築物関連法令協議記録報告書

 ３．申請者の名称及び 

主たる事務所の所在地 

【重要】 

運営法人が別法人（合併を含む） 

になる場合には、変更届ではなく、

廃止届と新規指定申請になります。

①変更届（様式第４号）

②申請者の定款又は寄附行為等（原本証明が必要） 

③申請者の登記事項証明書又は条例等 

※申請者が市等の場合は事業所の設置条例等、指定管理者の場

合は指定管理協定書（原本証明が必要）を添付。
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○変更の届出（福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与）つづき 

変更の届出が必要な事項 提出書類

４．代表者の氏名、生年月

日、住所及び職名 

①変更届（様式第４号）

②申請者の登記事項証明書等 

③誓約書（居宅サービス、介護予防サービス）

④役員等名簿

※代表者の住所変更のみの場合は②、③は不要。

５．申請者の定款又は 

寄附行為等及び登記事項

証明書又は条例等 

 （当該事業に関するものに

限る） 

①変更届（様式第４号）

 ②申請者の定款又は寄附行為等（原本証明が必要） 

③申請者の登記事項証明書又は条例等 

※申請者が市等の場合は事業所の設置条例等、指定管理者の場

合は指定管理協定書（原本証明が必要）を添付。

６．事業所の平面図（レイ

アウト、専用区画）及び

設備の概要

①変更届（様式第４号）

②事業所の平面図

③事業所の写真（外観、事業所の出入り口部分、事務室、相談室、

保管スペース（消毒済と未消毒の区分ごと）、消毒用器材）

※各２方向以上、Ａ４用紙に貼付のこと。

④設備・備品等の写真

７．事業所の管理者の氏名、

生年月日、住所及び経歴

①変更届（様式第４号）

②付表１１

③管理者経歴書

④資格証等の写し（当該事業に関する資格を有する場合のみ） 

⑤管理者就任承諾及び誓約書（市参考様式２－１）

⑥雇用契約書又は辞令等の写し 

⑦従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表《変更月のもの》

 ※管理者のみの記載で可。 

※当該事業所の他の職種又は他の事業所と兼務がある場合に

は、兼務する他の職種又は兼務先の事業所名及び職種を記載。

⑧誓約書（居宅サービス、介護予防サービス）

⑨役員等名簿

※管理者の改姓又は住所変更のみの場合、④～⑧は不要

８．福祉用具の保管及び 

消毒の方法 

①変更届（様式第４号）

②福祉用具の保管及び消毒の方法を記載した書面 

③事業所の平面図 

④専用施設の写真（保管スペース(消毒済と未消毒の区分ごと)、 

消毒用器材） 

※各２方向以上、Ａ４用紙に貼付のこと。 

９．保管又は消毒を委託 

等により他の事業者に行

わせる場合、委託契約の

内容 

①変更届（様式第４号）

②委託契約書の写し 

 ※保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合に 

必要。 
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○変更の届出（福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与）つづき

変更の届出が必要な事項 提出書類

 10．運営規程 ①変更届（様式第４号）

※変更届の「変更前」及び「変更後」欄に変更内容を記載する

か、別紙（変更内容を記載）を添付すること。

②付表１１

※記載事項に変更がある場合のみ添付。

③変更後の運営規程 

【営業日・営業時間の変更の場合】

④従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表《変更月のもの》

 ※変更後の運営に支障がない従業者を配置すること。

11．役員の氏名、生年月日、

住所 

【関連項目】 

営利法人等で登記事項証明書の 

記載にも変更がある場合、５を 

参照してください。 

①変更届（様式第４号） 

※変更届出書の「変更前」欄に退任した役員の氏名を、「変更後」

欄に就任した役員の氏名を記載すること。 

②役員等名簿

※変更のあった役員のみの記載でも可。

③誓約書（居宅サービス、介護予防サービス）

 ※役員の改姓、住所変更又は役員の退任のみの場合は③は不要。
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平成27年4月版

１ 届出が必要な変更事項、届出時期、必要書類、提出方法 

次ページの一覧表で確認してください。

２ 届出手順

郵送用宛名ラベル  ※こちらをコピーの上、使用されると便利です。

   〒 ７００－０９１３  

岡山市北区大供３丁目１－１８  KSB会館４階
岡山市 事業者指導課 訪問通所事業者係  宛 

＜変更届 （                 ）在中＞

変更届（必要書類・提出方法）
※届出用紙は、事業者指導課（訪問通所事業者係）のホームページからダウンロードできます。

変更の発生
一覧表で提出

方法等の確認

変更日

以前に 

来庁（事

前協議） 

変 更 が
あった日
から１ ０
日 以 内
に 

郵送

（〒）

① 電話予約をする 

 予約先：事業者指導課 訪問通所事業者係 

TEL 086-212-1013

② 必要書類の作成 

③ ②の事業所控えをとる。 

④ 予約日に②,③を持参して、来庁（事前協議）

（事業者指導課は、KSB 会館４階です。） 

① 必要書類の作成 

② ①の事業所控えをとる → 保管 

③ ①を下記に郵送する。 

〒700-0913  

岡山市北区大供 3 丁目 1－18 KSB 会館 4 階

   岡山市事業者指導課 訪問通所事業者係 宛 

（下記の郵送用宛名ラベルを活用してください。） 

サービスの種類を記載してください。
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○変更の届出（特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売） 

既に申請、届出している事項に変更が生じた場合、介護保険法の定めに基づき、 

１０日以内に変更の届出が必要です。 

   なお、変更内容（事業所の移転など重要な変更の場合）によっては、事前に岡山市（事

業者指導課）と協議する必要があります。

変更の届出は、岡山市保健福祉局事業者指導課へ１部提出してください。

期限内に提出できないときは、遅延理由書を添付してください。 

◆同時に複数項目の変更を届出する場合、重複する書類は省略可能です。 

◆当該事業所が「（介護予防）福祉用具貸与」と「特定（介護予防）福祉用具販売」

指定を併せて受け、かつ、一体的に運営がなされている場合、変更届出書の「サー

ビスの種類等」欄に「（介護予防）福祉用具貸与、（介護予防）福祉用具販売」と

記載することにより、変更届出書を１枚に集約できます。

  ◆変更事項３，４，５，９について複数事業所に及ぶ場合、「事業所一覧」の添付により、 

一括処理が可能です。ただし、同一サービス（特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具

販売）に限ります。 

変更の届出が必要な事項 提出書類

１． 事業所の名称 

【関連項目】 

定款等の記載にも変更がある場合、

５を参照してください。

①変更届（様式第４号）

②付表１２

③変更後の運営規程

 ２．事業所の所在地 

【関連項目】 

定款等の記載にも変更がある場合、

５を参照してください。 

【重要】 

岡山市以外の所在地へ事業所を 

移転する場合には、岡山市へ廃 

止届と、移転先の所在地（指定 

権者）での新規指定申請になり 

ます。 

※事前協議が必要 

①変更届（様式第４号） 

※変更届の「変更の内容」欄に、変更後の郵便番号、所在地、

電話番号、ＦＡＸ番号を記載すること。

②付表１２

③事業所の位置図（住宅地図の写し等） 

④事業所の平面図 

⑤事業所の写真（外観、事業所の出入口部分、事務室、相談室、

受付スペース） 

※各２方向以上、死角のないよう撮影し、Ａ４用紙に 

貼付のこと。 

⑥変更後の運営規程 

⑦事業所として使用する建物の使用権限を証明できる書類 

※自己所有の場合は、建物の登記事項証明書又は登記識別情報 

 通知等の写し等（土地は不要） 

※賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し 

⑧建築物関連法令協議記録報告書

 ３．申請者の名称及び 

主たる事務所の所在地 

【重要】 

運営法人が別法人（合併を含む） 

になる場合には、変更届ではなく、

廃止届と新規指定申請になります。

①変更届（様式第４号）

②申請者の定款又は寄附行為等（原本証明が必要） 

③申請者の登記事項証明書又は条例等 

※申請者が市等の場合は事業所の設置条例等、指定管理者の場合

は指定管理協定書（原本証明が必要）を添付。

４．代表者の氏名、生年 

月日、住所及び職名
①変更届（様式第４号）

②申請者の登記事項証明書 

③誓約書（参考様式９－１－１、９－１－２）

④役員等名簿

※代表者の住所変更のみの場合は②、③は不要。
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岡山市 Ｈ２７．４版

○変更の届出（特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売）つづき 

変更の届出が必要な事項 提出書類

５．申請者の定款又は 

寄附行為等及び登記事項

証明書又は条例等 

（当該事業に関するものに 

限る） 

①変更届（様式第４号）

②申請者の定款又は寄附行為等（原本証明が必要） 

 ③申請者の登記事項証明書又は条例等 

※申請者が市等の場合は事業所の設置条例等、指定管理者の場

合は指定管理協定書（原本証明が必要）を添付。 

６．事業所の平面図（レイ

アウト、専用区画）及び

設備の概要 

①変更届（様式第４号）

②事業所の平面図 

③事業所の写真（外観、事業所の出入り口部分、事務室、相談室、

受付スペース） 

※各２方向以上、Ａ４用紙に貼付のこと 

 ④設備・備品等の写真

 ７．事業所の管理者の氏名、

生年月日、住所及び経歴
①変更届（様式第４号）

②付表１２

③管理者経歴書

④資格証等の写し（当該事業に関する資格を有する場合のみ） 

⑤管理者就任承諾及び誓約書（市参考様式２－１）

⑥雇用契約書又は辞令等の写し 

⑦従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表《変更月のもの》

 ※管理者のみの記載で可。 

※当該事業所の他の職種又は他の事業所と兼務がある場合に

は、兼務する他の職種又は兼務先の事業所名及び職種を記載。

⑧誓約書（居宅サービス、介護予防サービス）

⑨役員等名簿

※管理者の改姓又は住所変更のみの場合、④～⑧は不要

８．運営規程 ①変更届（様式第４号） 

※変更届の「変更前」及び「変更後」欄に変更内容を記載する

か、別紙（変更内容を記載）を添付すること。

②付表１２

※記載事項に変更がある場合のみ添付。

③変更後の運営規程 

 【営業日・営業時間の変更の場合】

④従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表《変更月のもの》

 ※変更後の運営に支障がない従業者を配置すること。 

 ９．役員の氏名、生年月日

及び住所 

【関連項目】 

営利法人等で登記事項証明書の 

記載にも変更がある場合、 

５を参照してください。

①変更届（様式第４号）

※変更届出書の「変更前」欄に退任した役員の氏名を、「変更後」

欄に就任した役員の氏名を記載すること。 

②役員等名簿

※変更のあった役員のみの記載でも可。

③誓約書（居宅サービス、介護予防サービス）

 ※役員の改姓、住所変更又は役員の退任のみの場合は③は不要。
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平成 27年 4月版

１ 届出が必要な加算（減算）の内容、必要書類 

次ページの一覧表で確認してください。

２ 届出時期 

算定開始月の前月１５日（閉庁日の場合は翌開庁日）が締切りです。 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。）については、届出が１５日以前に 

なされた場合には翌月から、１６日以降になされた場合には翌々月から、算定開始となります。 

   事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかにその旨の届出 

が必要です。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算 

定はできません。 

３ 届出手順

郵送用宛名ラベル  ※こちらをコピーの上、使用されると便利です。

   〒 ７００－０９１３  

岡山市北区大供３丁目１－１８  KSB会館４階

岡山市 事業者指導課 訪問通所事業者係  宛 

＜体制届 （                 ）在中＞

体制届（必要書類・提出方法）
※届出用紙は、事業者指導課（在宅指導係）のホームページからダウンロードできます。

届出が必要

な加算（減

算）等の発生

一覧表で必要

書類等の確認

郵送

（〒）

① 必要書類の作成 

② ①の事業所控えをとる → 保管 

③ ①を下記に郵送する。 

〒700-0913  

岡山市北区大供3丁目1－18 KSB会館 4階 

   岡山市 事業者指導課 在宅指導係 宛 

（下記の郵送用宛名ラベルを活用してください。） 

サービスの種類を記載してください。
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  ○介護報酬算定に係る体制等に関する届出（福祉用具貸与） 

次の内容の加算を算定しようとする場合は、事前に岡山市への届出が必要です。

届出をしていないと、サービスを提供しても報酬が支払われませんのでご注意ください。

加算等 提出書類

 特別地域加算 ①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

   ※対象地域に事業所が所在していること。 

【岡山市における対象地域】 

離島振興対策地域 ・・・犬島 

振興山村・・・旧宇甘東村（下田・高津・宇甘・中泉）、 

旧宇甘西村（勝尾・紙工・虎倉）、 

旧竹枝村（大田・吉田・土師方・小倉）、 

旧上建部村（建部上・宮地・富沢・田地子・品田）

中山間地域等における

小規模事業所加算 

中山間地域等における小規模事業所加算は、「地域に関する状況」と 

「規模に関する状況」の両方が要件に該当しないと算定できません。 

 ※平成２４年４月１日現在の岡山市に所在する事業所は、地域区分が

６級地であったため、「地域に関する状況」の要件に該当せず、

当該加算の対象となりません。

加算の取下げ ①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

※１ 加算の取下げとは、事業所として加算の要件を満たさなかった場合を指します。

※２ 加算の追加・取下げの場合、各事業所において、重要事項説明書に加算項目の

追加・削除を行ってください。

※３ その他、確認が必要な書類の提出をお願いする場合があります。 
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介護保険における福祉用具の選定の判断基準 

90



は し が き 

  介護保険における福祉用具は、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障

がある要介護者又は要支援者（以下「要介護者等」という。）の日常生活上の便

宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護

者等の日常生活の自立を助けるためのものである。 

介護保険の福祉用具の利用状況をみると、要介護者等の日常生活を支える道

具として急速に普及、定着しているが、その一方で、要介護度の軽い者に対す

る特殊寝台、車いすの貸与など、利用者の状態像からその必要性が想定しにく

い福祉用具が給付され、介護保険法の理念である自立支援の趣旨に沿わない事

例も見受けられる。 

  そこで、福祉用具が要介護者等に適正に選定されるために、作業療法士・理

学療法士等によって作成された福祉用具の事例精査基準（案）を基に、4,500 余

りの利用事例によって検証、精査し、使用が想定しにくい福祉用具を示した「介

護保険における福祉用具の選定の判断基準」を作成したところである。 

 本基準の基本的な構成は、個々の福祉用具毎に福祉用具の特性、利用者の状

態から判断して、明らかに「使用が想定しにくい状態像」及び「使用が想定し

にくい要介護度」を示したものとなっている。 

 本基準における状態像は、要介護認定における認定調査項目及び利用者の心

身の状況により選択された選択肢別に整理した。 

 なお、認定調査項目の「問題行動」という記載は、本基準においては「痴呆

の周辺症状」とした。 
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 また、本基準で示しているのは、福祉用具の選定を行う場合の標準的な目安

（ガイドライン）であって、本基準に示す福祉用具の使用が想定しにくいとさ

れる場合であっても、個別の利用者の生活環境や解決すべき課題等によっては、

使用が考えられる場合もある。 

 介護支援専門員が居宅サービス計画に福祉用具を位置付ける場合には、本基

準を活用していただきたいが、併せて（財）テクノエイド協会のホームページ

で公開されている介護保険福祉用具等のデータベースシステム（介護保険対象

福祉用具等詳細情報）を活用し、福祉用具の利用事例や商品情報および解説を

参照するなど、福祉用具の特性と利用者の心身状況とが適合した、適正な福祉

用具の選定に役立てていただきたい。 

なお、本基準は、福祉用具の事例精査基準（案）作成時に収集された利用事

例に含まれる範囲の福祉用具の判断基準にとどまっており、現段階においては、

介護保険における福祉用具全般を網羅したものとはなっていない。 

したがって、今後、さらに福祉用具の利用事例の収集等を行い、検証するこ

とによって、福祉用具給付の判断基準の追加や見直しを適宜行っていくもので

ある。 
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【本基準の見方】 

福祉用具の種目（品目）毎に、「福祉用具の解説」、「使用が想定しにくい状態

像」「使用が想定しにくい要介護度」、を示す。一部の福祉用具については「併

用して使用することが想定しにくい福祉用具」を記載している。 

1．車いす

1.1 自走用標準型車いす 

 要介護者等が自ら手でハンドリムを操作したり、足で床を蹴って移動する車いす。車

いすでの長時間にわたる活動を保障するため、・・・・・。 

 使用が想定しにくい状態像 

□歩行：つかまらないでできる

【考え方】 

車いすは歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具である。

従って、つかまらないで歩行している場合の使用は想定しにくい。 

 使用が想定しにくい要介護度 

□要支援

車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具であ

る。従って、歩行がつかまらないでできる場合が多い「要支援」での使用は想定しにく

い。 

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考え

られる場合もある。 

福祉用具の解説を記載

福祉用具の特性から使用が想定しに

くい要介護状態区分を記載※

使用が想定しにくい状態像を認定調

査項目及び利用者の心身の状況により

選択された選択肢別に記載。※
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1．車いす 

1.1 自走用標準型車いす 

 自走用標準型車いすは、要介護者等が自ら手でハンドリムを操作したり、足で床を蹴

って移動したりする福祉用具である。車いすでの長時間にわたる活動を保障するため、

座位の基盤となる座（シート）、背もたれの機能に配慮し、上肢や体幹の運動を制限す

ることなく骨盤を安定して支持できるものを選ぶ必要がある。また、乗り移りや車い

すでの作業をしやすくするために、ひじ当てやレッグサポートの形式や形状に注意を

払うことも重要である。

なお、手で操作する場合は操作しやすい位置にハンドリムがくるものを、足で床を

蹴って移動する場合は蹴りやすいシート高のものを選ぶ必要がある。適正な身体支持

が得られる範囲なら、できるだけコンパクトなものの方が狭いところでの移動が行い

やすくなる。持ち運びにはできるだけ軽量でコンパクトに収納できるものが便利であ

る。

 使用が想定しにくい状態像 

□歩行：つかまらないでできる

【考え方】 

車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具であ

る。したがって、つかまらないで歩行している場合の使用は想定しにくい。 

 使用が想定しにくい要介護度  

□要支援

車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具であ

る。したがって、歩行がつかまらないでできる場合が多い「要支援」での使用は想定

しにくい。 

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ

る場合もある。
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1.2 普通型電動車いすの場合 

電動車いすは、自走用標準型車いすを操作することが難しい人が、主に屋外を効率

的かつ安全に移動するために使用する福祉用具である。電動車いすには標準型とリク

ライニングや座席昇降などの多機能なものがある。また、車載などに有利な折りたた

みや分解ができる軽量型の電動車いすもあるため、用途に合わせた選択が可能である。 

 使用が想定しにくい状態像 

□歩行：つかまらないでできる

□短期記憶：できない

【考え方】 

車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具であ

る。したがって、つかまらないで歩行している場合の使用は想定しにくい。 

普通型電動車いすは、主に屋外を効率的かつ安全に移動するために使用する福祉用

具である。したがって、重度の痴呆状態のため短期記憶等が著しく障害されている場

合は、電動車いすの安全な操作方法を習得することは困難と考えられることから、使

用は想定しにくい。 

 使用が想定しにくい要介護度  

□要支援 □要介護５

車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具であ

る。したがって、歩行がつかまらないでできる場合が多い「要支援」、重度の痴呆状態

のため短期記憶等が著しく障害されている場合の多い「要介護５」での使用は想定し

にくい。 

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ

る場合もある。
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1.3 介助用標準型車いす 

介助用標準型車いすは、移動に必要な操作を介助者が行う福祉用具である。通常ハ

ンドリムはなく、全体をコンパクトにするため、後輪には径が小さな車輪（１２～１

８インチ）が用いられている。多くは手押しグリップに介助用ブレーキレバーがつい

ている。

要介護者等が安定した座位がとれず、姿勢が崩れやすい場合には身体支持に直接関

わる座、背もたれ、ひじ当て、レッグサポートなどの座位保持機能に配慮して選ぶ必

要がある。また、必要な場合にはティルトやリクライニング機能を検討する必要があ

る。乗り移りに介助が必要な場合にはひじ当てやレッグサポートが脱着式又は外方折

りたたみ式のものを選ぶと便利なことが多い。また、持ち運びにはできるだけ軽量で

コンパクトに収納できるものが便利である。

 使用が想定しにくい状態像 

□歩行：つかまらないでできる

【考え方】 

車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具であ

る。したがって、つかまらないで歩行している場合の使用は想定しにくい。 

 使用が想定しにくい要介護度  

□要支援

車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具であ

る。したがって、歩行がつかまらないでできる場合が多い「要支援」での使用は想定

しにくい。 

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ

る場合もある。 
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2．車いす付属品 

車いす付属品は、車いす及び電動車いすに関する付属品である。車いすの座又は背

もたれに置いて使用するクッション又はパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ

等がある。

 使用が想定しにくい状態像 

□ 併用している車いす（自走用標準型、介助用標準型、普通型電動）と同様

但し、自操用の電動補助装置は、普通型電動車いすと同様

 使用が想定しにくい要介護度  

□ 併用している車いす（自走用標準型、介助用標準型、普通型電動）と同様

但し、自操用の電動補助装置は、普通型電動車いすと同様

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ

る場合もある。
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3．特殊寝台 

特殊寝台は、分割された床板が可動することにより、起き上がり等の動作を補助す

る福祉用具で、要介護者等の自立を支援するとともに、介護者が身体を痛める危険性

を避けるためにも用いられる。

福祉用具としては比較的大きなスペースを必要とするものであり、部屋の形態、出

入り口の位置、起き上がる方向など、動作の仕方を考慮して配置を決めることが重要

である。

また、マットレスやサイドレールなどの付属品によって、背上げや膝上げ、高さ調

整機能が阻害されることがないよう、適応機種を確認する必要がある。

 使用が想定しにくい状態像 

□寝返り、起き上がり、立ち上がり：つかまらないでできる

【考え方】 

特殊寝台は、起き上がり等の動作を補助するもので、要介護者等の自立を支援する

とともに、介護者が無理な姿勢で介助を行うことにより身体を痛める危険性を避ける

ために使用される福祉用具である。したがって、寝返り、起き上がり、立ち上がりが

つかまらないでできる場合の使用は想定しにくい。 

 使用が想定しにくい要介護度  

□要支援

特殊寝台は、起き上がり等の動作を補助するもので、要介護者等の自立を支援する

とともに、介護者が無理な姿勢で介助を行うことにより身体を痛める危険性を避ける

ために使用される福祉用具である。したがって、寝返り、起き上がり、立ち上がりの

動作が可能な場合が多い「要支援」での使用は想定しにくい。 

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ

る場合もある。 
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4．特殊寝台付属品 

4.1 サイドレール 

サイドレールは、要介護者等の転落予防や寝具のずれ落ち予防を目的として、多く

は特殊寝台のフレームに差し込んで使用する福祉用具である。著しい不随意運動が見

られる場合は、格子状の部分に挟まれないようにカバーがついたタイプや板状のタイ

プを使用する必要がある。寝室における特殊寝台の位置、要介護者等の起き上がりや

すい方向や車いす配置などを考慮し、特殊寝台に対する取付け位置や本数を決定する

必要がある。

なお、サイドレールは体重を支えるように設計されたものではないため、起き上が

り、立ち上がり、車いすへの移乗動作等に使用することは危険であり、このような場

合は、ベッド用手すりを利用すべきである。

 使用が想定しにくい状態像 

□寝返り、起き上がり、立ち上がり：つかまらないでできる

【考え方】 

 サイドレールは、特殊寝台からの転落防止や寝具のズレ落ちを防ぐために使用する

ものである。見守り、支えがあれば移動等に関連する動作が可能な場合には、特殊寝

台からの転落や寝具のズレ落ちを自ら防ぐことができると考えられる。なお、起き上

がりや立ち上がりの支えとしてサイドレールを使用することは危険を伴うため、使用

すべきでない。 

 使用が想定しにくい要介護度  

□特殊寝台と同様

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ

る場合もある。 
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4.2 マットレス 

マットレスは、特殊寝台上で要介護者等の身体を支える福祉用具である。特殊寝台

の動きに追従する柔軟性が要求される一方で、身体の沈み込みによって、寝返りなど

の動作がしにくくなることを避けるためには、ある程度の硬さが必要となる。したが

って、要介護者等の身体機能に合わせた硬さを基準として、「好みの硬さ」といった嗜

好的な要素を総合的に判断して選定する必要がある。また、身体機能の低下などによ

り体圧分散効果を重視する必要がある場合には、じょく瘡予防用具などの使用を検討

する必要がある。

 使用が想定しにくい状態像 

□特殊寝台と同様

 使用が想定しにくい要介護度  

□特殊寝台と同様

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ

る場合もある。 
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4.3 ベッド用手すり 

ベッド用手すりは、起き上がり、立ち上がり、車いすへの移乗動作を補助すること

を目的とした福祉用具である。寝室における特殊寝台の位置、起き上がりやすい方向

や車いすの配置などを考慮して、取り付け位置を決定する必要がある。

 使用が想定しにくい状態像 

□特殊寝台と同様

 使用が想定しにくい要介護度  

□特殊寝台と同様

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ

る場合もある。 
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4.4 テーブル 

テーブルは、主に食事などの動作(あるいは介助動作)を特殊寝台上で容易に行うため

の小型の作業台である。サイドレールに挟んで使用するサイドレール取り付け式テー

ブルは、必要なときだけ取り付けて使用できるため、収納が容易であるが、高さの調

節はできない。また、自在輪がついた脚部をもつスタンド式テーブルは、適度な高さ

に調節して特殊寝台の上に差しかけて使用できるが、特殊寝台の傍らにスタンドを抜

き差しできるだけのスペースが必要となる。したがって、特殊寝台を配置するスペー

スや要介護者等あるいは介護者が作業を行う姿勢を念頭においてタイプを選択する必

要がある。

 使用が想定しにくい状態像 

□特殊寝台と同様

 使用が想定しにくい要介護度  

□特殊寝台と同様

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ

る場合もある。 
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4.5 スライディングボード・スライディングマット 

スライディングボード・スライディングマットは、座位で特殊寝台から車いす等へ

移乗する際、臀部が滑りやすいように、また間隙や突起物などの障壁を越えやすいよ

うに、特殊寝台と車いすの間に敷いて使用する福祉用具である。多くはプラスティッ

ク製であるが、木製もある。使用にあたっては、車いすのひじ当てをデスクタイプに

する、又は脱着できるようにするなど環境を整えることも必要である。

 使用が想定しにくい状態像 

□歩行：つかまらないでできる

□立ち上がり：つかまらないでできる

【考え方】 

 スライディングボード・スライディングマットは、座位で特殊寝台から車いす等へ

移乗する際、臀部が滑りやすいように、また間隙や突起物などの障壁を越えやすいよ

うにする福祉用具である。したがって、歩行がつかまらないでできる、立ち上がりが

つかまらないでできる場合の使用は想定しにくい。 

 使用が想定しにくい要介護度  

□特殊寝台と同様

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ

る場合もある。 
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5．じょく瘡予防用具 

じょく瘡予防用具は、臥床時の体圧分散を図ることを目的とした福祉用具である。

体圧の分散は、寝返りなどの動作に対する反力を吸収することになるため、利用者の

寝返り等の動作能力に合わせて、導入時期と体圧分散効果の度合いを評価することが

重要である。また、じょく瘡予防は単に圧力の問題だけではなく、皮膚の摩擦、尿な

どの漏れ、栄養状態などが大きく関与するため、これらに対する対策も十分に検討す

る必要がある。

 使用が想定しにくい状態像 

□寝返り：つかまらないでできる

【考え方】 

 じょく瘡予防用具は、臥床時の体圧分散を図ることを目的とした福祉用具である。

したがって、つかまらないで寝返りなどの動作が可能な場合、自らの力で体圧分散を

図ることができるため、使用が想定しにくい。 

 使用が想定しにくい要介護度  

□要支援 □要介護１

 じょく瘡予防用具は、臥床時の体圧分散を図ることを目的とした福祉用具である。

「要支援」、「要介護 1」の場合、寝返りが可能な場合が多く、自らの力で体圧分散を

図ることができるため、使用が想定しにくい。 

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ

る場合もある。
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6．体位変換器 

体位変換器は、てこの原理を応用したり、体と床面の摩擦抵抗を少なくしたりする

ことで、寝返りなどの姿勢変換の介助を容易にすることを目的とした福祉用具である。

動力を用いて周期的な寝返りを促す機種もあるが、介護者の状況と要介護者等の身体

機能を総合的に評価して選定することが重要である。

 使用が想定しにくい状態像 

□寝返り：つかまらないでできる

【考え方】 

 体位変換器は、寝返りなど姿勢変換の介助を容易にすることを目的とした福祉用具

である。したがって、寝返りがつかまらないでできる場合、自らの力で姿勢変換を行

うことができるため、体位変換器の使用は想定しにくい。 

 使用が想定しにくい要介護度  

□要支援 □要介護１

 体位変換器は、寝返りなど姿勢変換の介助を容易にすることを目的とした福祉用具

である。したがって、「要支援」、「要介護 1」の場合、寝返りが可能な場合が多く、自

らの力で姿勢変換を行うことができるため、使用が想定しにくい。 

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ

る場合もある。 
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7．手すり 

手すりは、立ち上がり、歩行、姿勢の変換時などにこれを握ったり、手や腕をのせ

て使用したりする福祉用具で、体重を支えてバランスを保持することを目的としてい

る。したがって、寝返り、起き上がり、座位保持、歩行などの場面で、手すりの握り

方、力のかけ方（押すあるいは引く）を十分に検討することが重要である。

 使用が想定しにくい状態像 

□特になし

 使用が想定しにくい要介護度  

□特になし
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8．スロープ 

スロープは、主に車いすや歩行器（車輪付き）のように車輪のついた用具を使用す

る際に有効な段差解消の福祉用具である。玄関の上がりかまちや段差、自動車への乗

り込み等には板状のものやレール状のものが、また、敷居のような数センチ程度の段

差を解消するには三角板が有効である。

 使用が想定しにくい状態像 

□特になし

 使用が想定しにくい要介護度  

□特になし
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9．歩行器 

歩行器は、杖に比べて大きな支持性・安定性を必要とする人に利用され、車輪がな

いものと脚部に車輪を有しているものに大別される。

基本的には、そのフレームの中に立って、車輪のない歩行器では両側のパイプを握

り、車輪を有している歩行器では手掌(手のひら)や前腕部で支持して操作するものであ

る。杖に比べて大きな用具であるため、寄りかかっても大丈夫なように見えるが、杖

と同様に、手掌(手のひら)や前腕部でしっかりと上から押さえるようにして体重を支え

る必要がある。

利用する際には、両手が使用できること、立位で歩行器を操作するだけのバランス

機能があることを確認する必要がある。

また、一般家屋で使用する場合は、廊下の通行幅はもとより、方向転換をするため

のスペースが必要となるため、使用する環境と用具の大きさを考慮する必要がある。

 使用が想定しにくい状態像 

□特になし

 使用が想定しにくい要介護度  

□特になし
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10．歩行補助つえ 

歩行補助つえは、①歩行時の患側下肢にかかる荷重（体重）の免荷(完全免荷・部分

免荷)、② 歩行バランスの調整、 ③ 歩行パターンの矯正、 ④ 歩行速度と耐久性の

改善、 ⑤ 心理的な支えなどを目的として、一般的には、杖の握り手を把持して体重

を支えるように使用する福祉用具である。

杖の種類には、多点杖、エルボークラッチ、ロフストランドクラッチ、腋窩支持ク

ラッチ（松葉杖）があり、利用する人が必要とする「免荷の程度」や「手の機能」に

合わせた杖を選択する必要がある。また、最近はアルミ合金を用いて軽量化が図られ

ているが、常時、携帯して使用することを考慮すれば、①丈夫であること、②軽いこ

と、 ③デザインに優れていることなども選定の条件である。

 使用が想定しにくい状態像 

□特になし

 使用が想定しにくい要介護度  

□特になし
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11．痴呆性老人徘徊感知機器 

痴呆性老人徘徊感知機器は、痴呆性高齢者が自宅や自室などから一人で外へ出よう

とすることを家族や介護者に知らせる福祉用具である。痴呆性老人徘徊感知機器には、

小型の機器を携帯する携帯装置タイプと、特定の場所を人が通過することを感知する

エリア感知タイプがある。

 使用が想定しにくい状態像 

□移動：全介助

□コミュニケーション等に関連する項目（視力、聴力を除く）：以下の全てに該当

意思の伝達 ：調査対象者が意志を他者に伝達できる 

介護者の指示への反応 ：介護者の指示が通じる 

記憶・理解（全ての項目について）：できる 

□痴呆の周辺症状：ない

【考え方】 

 痴呆性老人徘徊感知機器は、痴呆性高齢者が自宅や自室などから一人で外へ出るの

を家族や介助者に知らせる福祉用具である。したがって、移動が全介助である場合や

痴呆の症状がない場合の使用は想定しにくい。 

 使用が想定しにくい要介護度  

□要支援 □要介護５

 痴呆性老人徘徊感知機器は、痴呆性高齢者が自宅や自室などから一人で外へ出るの

を家族や介護者に知らせる福祉用具である。したがって、痴呆の症状がほとんどない

と思われる「要支援」、移動が全介助の場合が多い「要介護５」での使用は想定しにく

い。 

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ

る場合もある。 
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12．移動用リフト 

12.1 床走行式リフト 

床走行式リフトは、水平方向の移動を自在輪で行うため、室内を自由に移動して使

用する福祉用具である。しかし、畳や毛足の長い絨毯上では使い方に工夫が必要とな

る。

 使用が想定しにくい状態像 

□移乗：自立又は見守り等

□立ち上がり：つかまらないでできる又は何かにつかまればできる

【考え方】 

 床走行式リフトは、ベッドから車いすなどへの移乗が自力では困難な場合に使用す

る福祉用具である。したがって、移乗や立ち上がりが可能な場合の使用は想定しにく

い。 

 使用が想定しにくい要介護度  

□要支援 □要介護１ □要介護２

 床走行式リフトは、ベッドから車いす、車いすから便座などへの移乗を介助する際

に使用する福祉用具である。したがって、移乗や立ち上がりが介助なしでできる場合

が多い「要支援」、「要介護１」、「要介護２」での使用は想定しにくい。 

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ

る場合もある。 
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12.2 固定式リフト 

固定式リフトは、居室、浴室などに設置して使用するものと、浴槽、ベッドなど各

種の機器に設置して使用するものがある。

居室、浴室などに設置して使用するものには、家屋に直接固定する場合と、壁面へ

の突っ張りなどで固定する場合がある。浴室に設置することで、脱衣室から浴槽まで

吊り上げで移乗を補助する機種もあり、この場合には浴室の大きな改造をせずに入浴

を可能にすることができる。

浴槽、ベッドなど各種の機器に設置して使用するものは、設置場所の周辺での使用

に限定されるが、比較的簡易に設置できる。

 使用が想定しにくい状態像 

□移乗：自立又は見守り等

□立ち上がり：つかまらないでできる又は何かにつかまればできる

【考え方】 

 固定式リフト(浴槽に固定設置し、上下方向にのみ移動するものを除く。)は、ベッ

ドから車いすなどへの移乗が自力では困難な場合に使用する福祉用具である。したが

って、移乗や立ち上がりが可能な場合の使用は想定しにくい。 

 使用が想定しにくい要介護度  

□要支援 □要介護１ □要介護２

 固定式リフト(浴槽に固定設置し、上下方向にのみ移動するものを除く。)は、ベッ

ドから車いす、車いすから便座などへの移乗を介助する際に使用する福祉用具である。

移乗や立ち上がりが介助なしでできる場合が多い「要支援」、「要介護１」又は「要介

護２」での使用は想定しにくい。 

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ

る場合もある。 
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12.3 据置式リフト 

据置式リフトは、床又は地面に置いて、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす

等の台座を使用して人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させる福祉用具である。

寝室のベッドの上などにやぐらを組みレールの範囲内で移動を可能にするリフト、

床面が昇降することによって段差を解消する段差解消機、座面が昇降することによっ

て立ち上がりを補助する椅子などがある。

 使用が想定しにくい状態像 

□移乗：自立又は見守り等

□立ち上がり：つかまらないでできる又は何かにつかまればできる

【考え方】 

 据置式リフト（立ち上がり補助椅子、段差解消機を除く。）は、ベッドから車いすな

どへの移乗が自力では困難な場合に使用する福祉用具である。したがって、移乗や立

ち上がりが可能な場合の使用は想定しにくい。 

 使用が想定しにくい要介護度  

□要支援 □要介護１ □要介護２

 据置式リフト（立ち上がり補助椅子、段差解消機を除く。）は、ベッドから車いす、

車いすから便座などへの移乗を介助する際に使用する福祉用具である。したがって、

移乗や立ち上がりが介助なしでできる場合が多い「要支援」、「要介護１」又は「要介

護２」での使用は想定しにくい。 

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ

る場合もある。 
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13．腰掛便座 

腰掛便座は、主にトイレで使用する福祉用具である。「排泄はトイレでする」のが基

本であるが、トイレまでの移動はできても、座ったり立ち上がったりすることが困難

な場合に使用する福祉用具である。

腰掛便座には、①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、②洋式便器の上に

置いて高さを補うもの、③電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助で

きる機能を有しているもの、④便座、バケツ等からなり、移動可能である便器がある。

便座、バケツ等からなり、移動可能である便器は、主にベッドサイドで使用する福祉

用具である。

 使用が想定しにくい状態像 

□座位保持：できない

「便座、バケツ等からなり、移動可能である便器」 

□歩行：つかまらないでできる

□移動：自立

【考え方】 

 腰掛便座は、座ったり立ち上がったりすることが困難なためにトイレを利用するこ

とが困難な時に使用する福祉用具である。したがって、座位保持ができない場合の使

用は想定しにくい。 

 また、便座、バケツ等からなり、移動可能である便器については、主にベッドサイ

ドで使用するものである。したがって、移動等が自立している場合の使用は想定しに

くい。 

 使用が想定しにくい要介護度  

「便座、バケツ等からなり、移動可能である便器」 

□要支援

便座、バケツ等からなり、移動可能である便器については、主にベッドサイドで使用す

る福祉用具である。したがって、移動が自立している場合の多い「要支援」での使用は想

定しにくい。 

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ

る場合もある。 
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14．特殊尿器 

特殊尿器は、ベッドから離れることができない場合に使用する福祉用具である。セ

ンサーで尿を検知し真空方式で尿を吸引するものである。

 使用が想定しにくい状態像 

□排尿：自立

【考え方】 

 特殊尿器は、尿を自動的に吸引するための福祉用具である。したがって、排尿が自

立している場合の使用は想定しにくい。 

 使用が想定しにくい要介護度  

□特になし

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ

る場合もある。 
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15．入浴補助用具 

入浴補助用具は、入浴時の座位保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする福祉用

具である。

 使用が想定しにくい状態像 

□特になし

 使用が想定しにくい要介護度  

□特になし

 併用して使用することが想定しにくい福祉用具 

□簡易浴槽

 簡易浴槽は、居室などで入浴を行うための福祉用具である。入浴補助用具は、一般

浴槽の利用が前提となるため、簡易浴槽との併用は想定しにくい。 

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ

る場合もある。 
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16．簡易浴槽 

簡易浴槽は、ポータブル浴槽とも呼ばれる福祉用具で、居室などで入浴を行うもの

で、取水又は排水のために工事を伴わないものである。

 使用が想定しにくい状態像  

□歩行：つかまらないでできる

□移動：自立

【考え方】 

 簡易浴槽は、居室などで入浴を行うための福祉用具である。したがって、屋内での

移動が自立している場合には一般浴槽の利用が可能なことが多く、使用が想定しにく

い。 

 使用が想定しにくい要介護度  

□要支援

簡易浴槽は、居室などで入浴を行うための福祉用具である。したがって、歩行や移

動が自立している場合の多い「要支援」での使用は想定しにくい。 

 併用して使用することが想定しにくい福祉用具 

□入浴補助用具

 入浴補助用具は、主に浴槽への出入り等の補助を目的とする福祉用具である。簡易

浴槽は一般浴槽の利用が困難な人が使用する場合が多いため、入浴補助用具との併用

は想定しにくい。 

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ

る場合もある。 
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別 添

17．移動用リフトのつり具の部分 

移動用リフトのつり具とは、リフトを使用するときに身体を包み込んでもち上げる部

分である。身体機能、使用場面、介護者の状況などに応じて種類を選択する必要がある。 

 使用が想定しにくい状態像 

□床走行式リフト、固定式リフト、据置式リフトと同様

 使用が想定しにくい要介護度  

□床走行式リフト、固定式リフト、据置式リフトと同様

※ 個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ

る場合もある。 
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（ 参 考 ） 

要 介 護 度 別 索 引 
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１．要支援 

 使用が想定しにくい福祉用具  

□【貸与】自走用標準型車いす

□【貸与】普通型電動車いす

□【貸与】介助用標準型車いす

□【貸与】車いす付属品

□【貸与】特殊寝台

□【貸与】特殊寝台付属品

□【貸与】じょく瘡予防用具

□【貸与】体位変換器

□【貸与】痴呆性老人徘徊感知機器

□【貸与】移動用リフト（浴槽に固定設置し上下方向にのみ移動するリフト、

段差解消機、立ち上がり補助椅子を除く。） 

□【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）

□【購入】簡易浴槽

□【購入】移動用リフトのつり具の部分

【考え方】

「要支援」では、寝返り、歩行、立ち上がり等が自立している要介護者等が多く、上

記の用具を必要とする場合は想定しにくい。

 状態像によっては使用が想定しにくい福祉用具 

① 座位保持：できない

□【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器を除く。）

② 排尿：自立

□【購入】特殊尿器
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2．要介護 1 

 使用が想定しにくい福祉用具  

□【貸与】じょく瘡予防用具

□【貸与】体位変換器

□【貸与】移動用リフト（浴槽に固定設置し上下方向にのみ移動するリフト、

段差解消機、立ち上がり補助椅子を除く。） 

□【購入】移動用リフトのつり具の部分

【考え方】

「要介護 1」では、寝返り、起き上がり、歩行、移乗等が、自立又は見守り等によっ

て可能な場合が多く、上記の用具を必要とする場面は想定しにくい。

 状態像によっては使用が想定しにくい福祉用具 

① 寝返り、起き上がり、立ち上がり：つかまらないでできる

□【貸与】特殊寝台

□【貸与】特殊寝台付属品

② 座位保持：できない

□【購入】腰掛便座

③ 歩行：つかまらないでできる

□【貸与】自走用標準型車いす

□【貸与】普通型電動車いす

□【貸与】介助用標準型車いす

□【貸与】車いす付属品

□【貸与】特殊寝台付属品（スライディングボード・スライディングマット）

□【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）

□【購入】簡易浴槽

④ 移動：自立

□【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）

□【購入】簡易浴槽

⑤ 移動：全介助

□【貸与】痴呆性老人徘徊感知機器

⑥ 立ち上がり：つかまらないでできる

□【貸与】特殊寝台付属品（スライディングボード・スライディングマット）
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⑦ 排尿：自立

□【購入】特殊尿器

⑧ コミュニケーション等に関連する項目（視力、聴力を除く）が自立している

□【貸与】痴呆性老人徘徊感知機器

⑨ 短期記憶：できない

□【貸与】普通型電動車いす

□【貸与】車いす付属品（普通型電動車いすの付属品、自操用の電動補助装置）

⑩ 痴呆の周辺症状：ない

□【貸与】痴呆性老人徘徊感知機器
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3．要介護 2 

 使用が想定しにくい福祉用具  

□【貸与】移動用リフト（浴槽に固定設置し上下方向にのみ移動するリフト、

段差解消機、立ち上がり補助椅子を除く。） 

□【購入】移動用リフトのつり具の部分

【考え方】

「要介護 2」では、歩行、移乗等が、自立又は見守り等によって可能な場合が多く、

上記の用具を必要とする場面は想定しにくい。

 状態像によっては使用が想定しにくい福祉用具  

① 寝返り、起き上がり、立ち上がり：つかまらないでできる

□【貸与】特殊寝台

□【貸与】特殊寝台付属品

② 寝返り：つかまらないでできる

□【貸与】じょく瘡予防用具

□【貸与】体位変換器

③ 座位保持：できない

□【購入】腰掛便座

④ 歩行：つかまらないでできる

□【貸与】自走用標準型車いす

□【貸与】普通型電動車いす

□【貸与】介助用標準型車いす

□【貸与】車いす付属品

□【貸与】特殊寝台付属品（スライディングボード・スライディングマット）

□【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）

□【購入】簡易浴槽

⑤ 移動：自立

□【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）

□【購入】簡易浴槽

⑥ 移動：全介助

□【貸与】痴呆性老人徘徊感知機器
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⑦ 立ち上がり：つかまらないでできる

□【貸与】特殊寝台付属品（スライディングボード・スライディングマット）

⑧ 排尿：自立

□【購入】特殊尿器

⑨ コミュニケーション等に関連する項目（視力、聴力を除く。）：全て自立

□【貸与】痴呆性老人徘徊感知機器

⑩ 短期記憶：できない

□【貸与】普通型電動車いす

□【貸与】車いす付属品（普通型電動車いすの付属品、自操用の電動補助装置）

⑪ 痴呆の周辺症状：ない

□【貸与】痴呆性老人徘徊感知機器
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4．要介護 3 

 使用が想定しにくい福祉用具  

□特になし

 状態像によっては使用が想定しにくい福祉用具  

① 寝返り、起き上がり、立ち上がり：つかまらないでできる

□【貸与】特殊寝台

□【貸与】特殊寝台付属品

② 寝返り：つかまらないでできる

□【貸与】じょく瘡予防用具

□【貸与】体位変換器

③ 座位保持：できない

□【購入】腰掛便座

④ 歩行：つかまらないでできる

□【貸与】自走用標準型車いす

□【貸与】普通型電動車いす

□【貸与】介助用標準型車いす

□【貸与】車いす付属品

□【貸与】特殊寝台付属品（スライディングボード・スライディングマット）

□【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）

□【購入】簡易浴槽

⑤ 移乗：自立または見守り等

□【貸与】移動用リフト（浴槽に固定設置し上下方向にのみ移動するリフト、

段差解消機、立ち上がり補助椅子を除く。） 

□【購入】移動用リフトのつり具の部分

⑥ 移動：自立

□【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）

□【購入】簡易浴槽

⑦ 移動：全介助

□【貸与】痴呆性老人徘徊感知機器

⑧ 立ち上がり：つかまらないでできる

□【貸与】特殊寝台付属品（スライディングボード・スライディングマット）
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⑨ 立ち上がり：つかまらないでできる又は何かにつかまればできる

□【貸与】移動用リフト（浴槽に固定設置し上下方向にのみ移動するリフト、

段差解消機、立ち上がり補助椅子を除く。） 

□【購入】移動用リフトのつり具の部分

⑩ 排尿：自立

□【購入】特殊尿器

⑪ コミュニケーション等に関連する項目（視力、聴力を除く。）：全て自立

□【貸与】痴呆性老人徘徊感知機器

⑫ 短期記憶：できない

□【貸与】普通型電動車いす

□【貸与】車いす付属品（普通型電動車いすの付属品、自操用の電動補助装置）

⑬ 痴呆の周辺症状：ない

□【貸与】痴呆性老人徘徊感知機器
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5．要介護 4 

 使用が想定しにくい福祉用具  

□特になし

 状態像によっては使用が想定しにくい福祉用具  

① 寝返り、起き上がり、立ち上がり：つかまらないでできる

□【貸与】特殊寝台

□【貸与】特殊寝台付属品

② 寝返り：つかまらないでできる

□【貸与】じょく瘡予防用具

□【貸与】体位変換器

③ 座位保持：できない

□【購入】腰掛便座

④ 歩行：つかまらないでできる

□【貸与】自走用標準型車いす

□【貸与】普通型電動車いす

□【貸与】介助用標準型車いす

□【貸与】車いす付属品

□【貸与】特殊寝台付属品（スライディングボード・スライディングマット）

□【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）

□【購入】簡易浴槽

⑤ 移乗：自立又は見守り等

□【貸与】移動用リフト（浴槽に固定設置し上下方向にのみ移動するリフト、

段差解消機、立ち上がり補助椅子を除く。） 

□【購入】移動用リフトのつり具の部分

⑥ 移動：自立

□【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）

□【購入】簡易浴槽

⑦ 移動：全介助

□【貸与】痴呆性老人徘徊感知機器

⑧ 立ち上がり：つかまらないでできる

□【貸与】特殊寝台付属品（スライディングボード・スライディングマット）
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⑨ 立ち上がり：つかまらないでできる又は何かにつかまればできる

□【貸与】移動用リフト（浴槽に固定設置し上下方向にのみ移動するリフト、

段差解消機、立ち上がり補助椅子を除く。） 

□【購入】移動用リフトのつり具の部分

⑩ 排尿：自立

□【購入】特殊尿器

⑪ コミュニケーション等に関連する項目（視力、聴力を除く。）：自立している

□【貸与】痴呆性老人徘徊感知機器

⑫ 短期記憶：できない

□【貸与】普通型電動車いす

□【貸与】車いす付属品（普通型電動車いすの付属品、自操用の電動補助装置）

⑬ 痴呆の周辺症状：ない

□【貸与】痴呆性老人徘徊感知機器
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6．要介護 5 

 使用が想定しにくい福祉用具  

□【貸与】普通型電動車いす

□【貸与】車いす付属品（普通型電動車いすの付属品、自操用の電動補助装置）

□【貸与】痴呆性老人徘徊感知機器

【考え方】

「要介護５」では、移動や歩行ができない、あるいは重度の痴呆症状のため短期記憶

等が著しく障害されている場合が多く、上記の用具を必要とする場合は想定しにくい。 

 状態像によっては使用が想定しにくい福祉用具

① 寝返り、起き上がり、立ち上がり：つかまらないでできる

□【貸与】特殊寝台

□【貸与】特殊寝台付属品

② 寝返り：つかまらないでできる

□【貸与】じょく瘡予防用具

□【貸与】体位変換器

③ 座位保持：できない

□【購入】腰掛便座

④ 歩行：つかまらないでできる

□【貸与】自走用標準型車いす

□【貸与】介助用標準型車いす

□【貸与】車いす付属品（普通型電動車いすの付属品、自操用の電動補助装置を除く） 

□【貸与】特殊寝台付属品（スライディングボード・スライディングマット）

□【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）

□【購入】簡易浴槽

⑤ 移乗：自立又は見守り等

□【貸与】移動用リフト（浴槽に固定設置し上下方向にのみ移動するリフト、

段差解消機、立ち上がり補助椅子を除く。） 

□【購入】移動用リフトのつり具の部分

⑥ 移動：自立

□【購入】腰掛便座（便座、バケツ等からなり、移動可能である便器）
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□【購入】簡易浴槽

⑧ 立ち上がり：つかまらないでできる

□【貸与】特殊寝台付属品（スライディングボード・スライディングマット）

⑨ 立ち上がり：つかまらないでできる又は何かにつかまればできる

□【貸与】移動用リフト（浴槽に固定設置し上下方向にのみ移動するリフト、

段差解消機、立ち上がり補助椅子を除く。） 

□【購入】移動用リフトのつり具の部分

⑩ 排尿：自立

□【購入】特殊尿器
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介 護 保 険 最 新 情 報

 

Vol.４０６ 

平成２６年１２月１２日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

振興課 
 貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 御 中 

← 厚生労働省 老健局振興課 

今回の内容 

「福祉用具専門相談員について」の一部改正について 

計２５枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111(内線 3985) 

FAX : 03-3503-7894 
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老振発１２１２第１号 

平成２６年１２月１２日 

各都道府県介護保険主管部（局）長 殿 

厚生労働省老健局振興課長 

（公 印 省 略）  

「福祉用具専門相談員について」の一部改正について 

 居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具を選定する際に意見を聞くこととされている

福祉用具専門相談員は、介護保険法施行令（平成 10 年政令第 412 号）第４条第１項各号の

いずれかに該当する者としているところである。 

今般、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正

する政令（平成 26年政令第 397 号）が公布され、福祉用具専門相談員となるための要件か

ら養成研修修了者（介護職員基礎研修課程・１級課程・２級課程の修了者、介護職員初任

者研修課程の修了者）を除き、福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者及び福

祉用具専門相談員指定講習修了者に限定することとする等の改正が行われ、平成 27 年４月

１日より適用されることとなった。 

また、同令附則第２項の規定により、同令の施行の際（平成 27年４月１日）現に養成研

修修了者（介護職員基礎研修課程・１級課程・２級課程の修了者、介護職員初任者研修課

程の修了者）である者の助言（平成 28 年３月 31日までの間において行われるものに限る。）

を受けて選定された福祉用具の貸与又は販売については、なお従前の例によることとされ

ている。 

これにあわせて「福祉用具専門相談員について」（平成 18 年３月 31 日老振発第 0331011

号）を別添のとおり改正し、平成 27 年４月１日より適用することとしたので通知する。 

ついては、当該内容について御了知の上、貴管内市区町村、福祉用具専門相談員指定講

習事業者等にその周知徹底を図られたい。 
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○ 福祉用具専門相談員について（平成 18 年３月 31 日老振発第 0331011 号厚生労働省老健局振興課長通知）

（変更点は下線部）

改 正 前 改 正 後

「介護保険法等の一部を改正する法律」（平成十七年法律第七十七号）及び

「介護保険法施行令等の一部を改正する政令」（平成十八年政令第百五十四

号）の施行により、介護保険法（以下「法」という。）第八条第十二項に規定

する福祉用具貸与若しくは同条第十三項に規定する特定福祉用具販売又は法

第八条の二第十二項に規定する介護予防福祉用具貸与若しくは同条第十三項

に規定する特定介護予防福祉用具販売は、居宅要介護者又は居宅要支援者が

福祉用具を選定するに当たり、福祉用具専門相談員から、福祉用具に関する

専門的知識に基づく助言を受けて行われるものとされた。

また、「介護保険法施行規則の一部を改正する省令」（平成十八年厚生労働

省令第百六号）及び「介護保険法施行規則第二十二条の三十三第二号の厚生

労働大臣が定める講習の内容」（平成十八年厚生労働省告示第二百六十九号）

により、福祉用具専門相談員指定講習の課程その他福祉用具専門相談員に関

して必要な事項が定められたところであるが、その取り扱いは左記のとおり

であるので、御承知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹

底を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。

記

第一 福祉用具専門相談員の範囲

福祉用具専門相談員は、介護保険法施行令第４条第１項各号に掲げる

者とされているが、第９号の「前条第１項に規定する養成研修修了者（厚

生労働省令で定める要件に該当する者に限る。）」とは、介護職員初任者

「介護保険法等の一部を改正する法律」（平成十七年法律第七十七号）及び

「介護保険法施行令等の一部を改正する政令」（平成十八年政令第百五十四

号）の施行により、介護保険法（以下「法」という。）第八条第十二項に規定

する福祉用具貸与若しくは同条第十三項に規定する特定福祉用具販売又は法

第八条の二第十項に規定する介護予防福祉用具貸与若しくは同条第十一項に

規定する特定介護予防福祉用具販売は、居宅要介護者又は居宅要支援者が福

祉用具を選定するに当たり、福祉用具専門相談員から、福祉用具に関する専

門的知識に基づく助言を受けて行われるものとされた。

また、「介護保険法施行規則の一部を改正する省令」（平成十八年厚生労働

省令第百六号）及び「介護保険法施行規則第二十二条の三十三第二号の厚生

労働大臣が定める講習の内容」（平成十八年厚生労働省告示第二百六十九号）

により、福祉用具専門相談員指定講習の課程その他福祉用具専門相談員に関

して必要な事項が定められたところであるが、その取り扱いは左記のとおり

であるので、御承知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹

底を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。

記

第一 福祉用具専門相談員の範囲

福祉用具専門相談員は、介護保険法施行令第４条第１項各号に掲げる

者とされている。

別添
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研修課程修了者であること。

また、介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第 18 条第２項の

規定により、①この政令の施行の際現に福祉用具専門相談員指定講習（以

下「指定講習」という。）に相当する講習として都道府県知事が公示する

もの（以下「適格講習」という。）の課程を修了し、当該適格講習を行っ

た者から当該適格講習の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者、

②この政令の施行の際現に適格講習の課程を受講中の者であって、この

政令の施行後当該適格講習の課程を修了したことにつき、当該適格講習

を行った者から当該適格講習の課程を修了した旨の証明書の交付を受け

た者は、福祉用具専門相談員とみなされること。

したがって、都道府県知事は「指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準第 194 条に規定する講習会を指定する省令」（平

成 14 年厚生労働省令第 121 号）により厚生労働大臣の指定を受けた講

習会を指定講習会に相当する講習として公示することが必要であり、そ

の他指定講習に相当する講習として認めてきたものがある場合には、同

様の取扱いが必要となる。

第二 福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定について

（１）指定の単位

福祉用具専門相談員指定講習事業者（以下「事業者」という。）の指定

は、事業所の所在地を管轄する都道府県において、事業所ごとに指定す

ることとなる。

したがって、複数の事業所で指定講習を実施する場合、それぞれの事

業所の所在地を所管する都道府県において指定を受ける必要がある。

また、事業者が事業所の所在地以外で指定講習を実施するような場合、

指定講習の実施場所を所轄する都道府県は、別途指定を行う必要はない

また、介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第 18 条第２項の

規定により、①この政令の施行の際現に福祉用具専門相談員指定講習（以

下「指定講習」という。）に相当する講習として都道府県知事が公示する

もの（以下「適格講習」という。）の課程を修了し、当該適格講習を行っ

た者から当該適格講習の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者、

②この政令の施行の際現に適格講習の課程を受講中の者であって、この

政令の施行後当該適格講習の課程を修了したことにつき、当該適格講習

を行った者から当該適格講習の課程を修了した旨の証明書の交付を受け

た者は、福祉用具専門相談員とみなされること。

したがって、都道府県知事は「指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準第 194 条に規定する講習会を指定する省令」（平

成 14 年厚生労働省令第 121 号）により厚生労働大臣の指定を受けた講

習会を指定講習会に相当する講習として公示することが必要であり、そ

の他指定講習に相当する講習として認めてきたものがある場合には、同

様の取扱いが必要となる。

第二 福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定について

（１）指定の単位

福祉用具専門相談員指定講習事業者（以下「事業者」という。）の指定

は、事業所の所在地を管轄する都道府県において、事業所ごとに指定す

ることとなる。

したがって、複数の事業所で指定講習を実施する場合、それぞれの事

業所の所在地を所管する都道府県において指定を受ける必要がある。

また、事業者が事業所の所在地以外で指定講習を実施するような場合、

指定講習の実施場所を所轄する都道府県は、別途指定を行う必要はない
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が、当該事業者を指定する都道府県からの当該指定講習に対する指導監

督等に関する情報提供その他必要な協力に応じなければならない。

（２）事業者のみなし指定

介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第 18 条第１項及び「介

護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第 18 条第１項の規定に基

づき厚生労働大臣が指定する者」（平成 18 年厚生労働省告示第 318 号）

において、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準第百九十四条に規定する講習会を指定する省令（平成 14 年厚生労働省

令第 121 号）により、この省令の廃止の日の前日（平成 18 年３月 31 日）

において厚生労働大臣の指定を受けていた講習会を行っている者は、指

定講習に相当する講習を行っている者として指定される。

また、これらの事業者（以下「みなし指定事業者」という。）について

は、平成 17 年度中に講習を実施する場所として届け出ている都道府県に

おいて事業所ごとに指定がされたものとみなされる。

（３）指定の期間

変更、廃止、休止又は再開の届け出等の手続きは介護保険法施行規則

で定められているが、指定の期間については、特段定められておらず、

各都道府県が定めることとなる。

この場合、みなし指定事業者の指定の期間については、施行日前の指

定の有効期間を勘案し、一定の配慮が必要となる。

第三 事業者の要件

 事業者の要件は、介護保険法施行令第４条第２項各号に定められてい

るが、「指定講習を適正に実施する能力があると認められるもの」の要件

が、当該事業者を指定する都道府県からの当該指定講習に対する指導監

督等に関する情報提供その他必要な協力に応じなければならない。

（２）事業者のみなし指定

介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第 18 条第１項及び「介

護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第 18 条第１項の規定に基

づき厚生労働大臣が指定する者」（平成 18 年厚生労働省告示第 318 号）

において、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準第百九十四条に規定する講習会を指定する省令（平成 14 年厚生労働省

令第 121 号）により、この省令の廃止の日の前日（平成 18 年３月 31 日）

において厚生労働大臣の指定を受けていた講習会を行っている者は、指

定講習に相当する講習を行っている者として指定される。

また、これらの事業者（以下「みなし指定事業者」という。）について

は、平成 17 年度中に講習を実施する場所として届け出ている都道府県に

おいて事業所ごとに指定がされたものとみなされる。

（３）指定の期間

変更、廃止、休止又は再開の届け出等の手続きは介護保険法施行規則

で定められているが、指定の期間については、特段定められておらず、

各都道府県が定めることとなる。

この場合、みなし指定事業者の指定の期間については、施行日前の指

定の有効期間を勘案し、一定の配慮が必要となる。

第三 事業者の要件

 事業者の要件は、介護保険法施行令第４条第２項各号に定められてい

るが、「指定講習を適正に実施する能力があると認められるもの」の要件
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として、①事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務能力及び事

業の安定的運営に必要な財政基盤を有するものであること、②講習事業

の経理が他の事業の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等事業

の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること、③事業運営上

知り得た講習受講者に係る秘密の保持について十分な措置がなされてい

ること等が考えられるが、「事業所の所在地以外で指定講習を実施するよ

うな場合における当該指定講習の実施場所を管轄する都道府県への必要

書類の提出」等その他必要な要件について、各都道府県の実情に応じて

定めることが可能である。

第四 指定講習の実施方法及び基準について

（１）指定講習の実施方法

 指定講習は講義、演習により行うこととし、受講者が講習課程での知

識及び技術の修得がなされていることにつき確認ができるようなもので

あること。

 この場合、カリキュラム中に別途位置づける必要はないが、講義の課

程の中で、この内容が担保されている必要がある。

指定講習の修了評価については、指定講習修了者の質の確保を図る観

点から、厳正に行われる必要がある。

全科目の修了時に、別紙１「福祉用具専門相談員指定講習における目

的、到達目標及び内容の指針」に定める「到達目標」に沿って、各受講

者の知識・技術等の修得度を評価すること。

修了評価の実施方法については、筆記の方法により一時間程度実施す

るものとし、修了評価に要する時間はカリキュラムの時間数には含めな

いものとする。評価の難易度については、福祉用具専門相談員の入口に

位置する講習であることから、「列挙できる（知っているレベル）」「概説

として、①事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務能力及び事

業の安定的運営に必要な財政基盤を有するものであること、②講習事業

の経理が他の事業の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等事業

の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること、③事業運営上

知り得た講習受講者に係る秘密の保持について十分な措置がなされてい

ること等が考えられるが、「事業所の所在地以外で指定講習を実施するよ

うな場合における当該指定講習の実施場所を管轄する都道府県への必要

書類の提出」等その他必要な要件について、各都道府県の実情に応じて

定めることが可能である。

第四 指定講習の実施方法及び基準について

（１）指定講習の実施方法

 指定講習は講義、演習により行うこととし、受講者が講習課程での知

識及び技術の修得がなされていることにつき確認ができるようなもので

あること。

 この場合、カリキュラム中に別途位置づける必要はないが、講義の課

程の中で、この内容が担保されている必要がある。

指定講習の修了評価については、指定講習修了者の質の確保を図る観

点から、厳正に行われる必要がある。

全科目の修了時に、別紙１「福祉用具専門相談員指定講習における目

的、到達目標及び内容の指針」に定める「到達目標」に沿って、各受講

者の知識・技術等の修得度を評価すること。

修了評価の実施方法については、筆記の方法により一時間程度実施す

るものとし、修了評価に要する時間はカリキュラムの時間数には含めな

いものとする。評価の難易度については、福祉用具専門相談員の入口に

位置する講習であることから、「列挙できる（知っているレベル）」「概説
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できる（一通りの概要を説明できるレベル）」を想定している。

「到達目標」に示す知識・技術等の修得が十分でない場合には、事業

者は必要に応じて補講等を行い、到達目標に達するよう努めるものとす

る。

（２）指定講習の基準

ア 開催頻度

指定講習は年に１回以上開催されること。

イ 指定講習の内容

指定講習の内容は、「介護保険法施行規則第二十三条の三十三第二号

の厚生労働大臣が定める講習の内容」（平成18年厚生労働省告示第269
号）及び別紙１で定めるカリキュラムによるが、当分の間、指定講習

と同等以上の講習の内容であると都道府県知事が認める場合において

は、適用しないこととされており、その運用に当たっては、各都道府

県において手続き等を定める必要がある。

ウ 指定講習の内容を教授するのに必要な数の講師

イの内容を教授するのに必要な講師の数の講師を有する必要があ

り、具体的には以下の要件を満たすことが必要となる。

 ただし、当分の間、指定講習と同等以上の講習の内容であると都道

府県知事が認めるものについては、以下の要件を適用しないため、そ

の運用に当たっては、各都道府県において手続き等を定める必要があ

る。

(ｱ) １の講習について３名以上の講師で担当すること 
(ｲ) 演習を担当する講師については、講師一名につき、受講者がおお

むね 50 名を超えない程度の割合で担当すること 
(ｳ) 病気等の理由により、当日講師が担当できなくなる場合に備え、

できる（一通りの概要を説明できるレベル）」を想定している。

「到達目標」に示す知識・技術等の修得が十分でない場合には、事業

者は必要に応じて補講等を行い、到達目標に達するよう努めるものとす

る。

（２）指定講習の基準

ア 開催頻度

指定講習は年に１回以上開催されること。

イ 指定講習の内容

指定講習の内容は、「介護保険法施行規則第二十三条の三十三第二号

の厚生労働大臣が定める講習の内容」（平成18年厚生労働省告示第269
号）及び別紙１で定めるカリキュラムによるが、当分の間、指定講習

と同等以上の講習の内容であると都道府県知事が認める場合において

は、適用しないこととされており、その運用に当たっては、各都道府

県において手続き等を定める必要がある。

ウ 指定講習の内容を教授するのに必要な数の講師

イの内容を教授するのに必要な講師の数の講師を有する必要があ

り、具体的には以下の要件を満たすことが必要となる。

 ただし、当分の間、指定講習と同等以上の講習の内容であると都道

府県知事が認めるものについては、以下の要件を適用しないため、そ

の運用に当たっては、各都道府県において手続き等を定める必要があ

る。

(ｱ) １の講習について３名以上の講師で担当すること 
(ｲ) 演習を担当する講師については、講師一名につき、受講者がおお

むね 50 名を超えない程度の割合で担当すること 
(ｳ) 病気等の理由により、当日講師が担当できなくなる場合に備え、
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代替講師の確保や予備日設定等の準備ができること

エ 指定講習の課程を教授するのに適当な者

イの内容を教授するのに適当な者であることが必要であり、具体的

には、別紙２「講師要件表」に定める各科目における「講師の要件」

を満たす適切な人材が確保されていること。

 ただし、当分の間、指定講習と同等以上の講習の内容であると都道

府県知事が認めるものについては、別紙の要件を適用しないため、そ

の運用に当たっては、各都道府県において手続き等を定める必要があ

る。

第五 事業者の指定申請手続き等について

（１）指定の申請

指定講習を行う者として指定を受けようとする者は、施行規則第 22
条の 34 で準用する第 22 条の 26 第１項（第６号を除く。）に掲げる事項

を記載した申請書又は書類を提出することとなるが、「その他指定に関し

必要があると認める事項」として、旧通知である「福祉用具専門相談員

指定講習会の指定について」（平成 11 年６月３日老発第 437 号厚生省老

人保健福祉局長通知）に定める「年間事業計画表」等の様式を用い、指

定講習の開催状況等を確認するためのものを提出させることが考えられ

る。

 また、「運営規程」の内容については、講習受講者に指定講習の内容を

明示するため、少なくとも次に掲げる事項を明らかにした運営規定を定

め、公開することが必要である。

(ｱ) 開講目的 
(ｲ) 講習の名称 
(ｳ) 事業所の所在地 

代替講師の確保や予備日設定等の準備ができること

エ 指定講習の課程を教授するのに適当な者

イの内容を教授するのに適当な者であることが必要であり、具体的

には、別紙２「講師要件表」に定める各科目における「講師の要件」

を満たす適切な人材が確保されていること。

 ただし、当分の間、指定講習と同等以上の講習の内容であると都道

府県知事が認めるものについては、別紙の要件を適用しないため、そ

の運用に当たっては、各都道府県において手続き等を定める必要があ

る。

第五 事業者の指定申請手続き等について

（１）指定の申請

指定講習を行う者として指定を受けようとする者は、施行規則第 22
条の 34 で準用する第 22 条の 26 第１項（第６号を除く。）に掲げる事項

を記載した申請書又は書類を提出することとなるが、「その他指定に関し

必要があると認める事項」として、旧通知である「福祉用具専門相談員

指定講習会の指定について」（平成 11 年６月３日老発第 437 号厚生省老

人保健福祉局長通知）に定める「年間事業計画表」等の様式を用い、指

定講習の開催状況等を確認するためのものを提出させることが考えられ

る。

 また、「運営規程」の内容については、講習受講者に指定講習の内容を

明示するため、少なくとも次に掲げる事項を明らかにした運営規定を定

め、公開することが必要である。

(ｱ) 開講目的 
(ｲ) 講習の名称 
(ｳ) 事業所の所在地 
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(ｴ) 講習期間 
(ｵ) 講習課程 
(ｶ) 講師氏名 
(ｷ) 修了評価の実施方法 
(ｸ) 講習修了の認定方法及び欠席した場合の取扱い 
(ｹ) 年間の開講期間 
(ｺ) 受講手続き 
(ｻ) 受講料（補講等を含む。）等受講に際し必要な費用の額 

（２）事業報告書の提出

指定講習を行う者は、毎事業年度終了後二月以内に、次に掲げる事項

を記載した事業報告書を都道府県知事へ提出する必要がある。

(ｱ) 開催日時及び場所 
(ｲ) 受講者数及び修了者数 
(ｳ) 講習課程 
(ｴ) 講習会時間割表 
(ｵ) 担当講師一覧 
(ｶ) 収支決算書 
(ｷ) その他必要な事項 

(ｴ) 講習期間 
(ｵ) 講習課程 
(ｶ) 講師氏名 
(ｷ) 修了評価の実施方法 
(ｸ) 講習修了の認定方法及び欠席した場合の取扱い 
(ｹ) 年間の開講期間 
(ｺ) 受講手続き 
(ｻ) 受講料（補講等を含む。）等受講に際し必要な費用の額 

（２）事業報告書の提出

指定講習を行う者は、毎事業年度終了後二月以内に、次に掲げる事項

を記載した事業報告書を都道府県知事へ提出する必要がある。

(ｱ) 開催日時及び場所 
(ｲ) 受講者数及び修了者数 
(ｳ) 講習課程 
(ｴ) 講習会時間割表 
(ｵ) 担当講師一覧 
(ｶ) 収支決算書 
(ｷ) その他必要な事項 
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参 考 改 正 後 全 文

老振発第 0331011 号 
平成１８年３月３１日

最 終 改 正

老振発１２１２第１号

平成２６年１２月１２日

各都道府県介護保険主管部（局）長 殿

厚生労働省老健局振興課長 

福祉用具専門相談員について

「介護保険法等の一部を改正する法律」（平成 17 年法律第 77 号）及び「介護保険法施行

令等の一部を改正する政令」（平成 18 年政令第 154 号）の施行により、介護保険法（以下

「法」という。）第８条第 12 項に規定する福祉用具貸与若しくは同条第 13 項に規定する特

定福祉用具販売又は法第８条の２第 10項に規定する介護予防福祉用具貸与若しくは同条第

11 項に規定する特定介護予防福祉用具販売は、居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具

を選定するに当たり、福祉用具専門相談員から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助

言を受けて行われるものとされた。

また、「介護保険法施行規則の一部を改正する省令」（平成 18 年厚生労働省令第 106 号）

及び「介護保険法施行規則第 22 条の 33 第２号の厚生労働大臣が定める講習の内容」（平成

18 年厚生労働省告示第 269 号）により、福祉用具専門相談員指定講習の課程その他福祉用

具専門相談員に関して必要な事項が定められたところであるが、その取り扱いは下記のと

おりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図る

とともに、その運用に遺漏のないようにされたい。

記

第一 福祉用具専門相談員の範囲

福祉用具専門相談員は、介護保険法施行令第４条第１項各号に掲げる者とされてい

る。
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また、介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第 18 条第２項の規定により、

①この政令の施行の際現に福祉用具専門相談員指定講習（以下「指定講習」という。）

に相当する講習として都道府県知事が公示するもの（以下「適格講習」という。）の課

程を修了し、当該適格講習を行った者から当該適格講習の課程を修了した旨の証明書

の交付を受けた者、②この政令の施行の際現に適格講習の課程を受講中の者であって、

この政令の施行後当該適格講習の課程を修了したことにつき、当該適格講習を行った

者から当該適格講習の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者は、福祉用具専門

相談員とみなされること。

 したがって、都道府県知事は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準第 194条に規定する講習会を指定する省令」（平成 14 年厚生労働省令第 121
号）により厚生労働大臣の指定を受けた講習会を指定講習会に相当する講習として公

示することが必要であり、その他指定講習に相当する講習として認めてきたものがあ

る場合には、同様の取扱いが必要となる。

第二 福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定について

（１）指定の単位

福祉用具専門相談員指定講習事業者（以下「事業者」という。）の指定は、事業所の

所在地を管轄する都道府県において、事業所ごとに指定することとなる。

したがって、複数の事業所で指定講習を実施する場合、それぞれの事業所の所在地

を所管する都道府県において指定を受ける必要がある。

また、事業者が事業所の所在地以外で指定講習を実施するような場合、指定講習の

実施場所を所轄する都道府県は、別途指定を行う必要はないが、当該事業者を指定す

る都道府県からの当該指定講習に対する指導監督等に関する情報提供その他必要な協

力に応じなければならない。

（２）事業者のみなし指定

介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第 18 条第１項及び「介護保険法施行

令等の一部を改正する政令附則第 18条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する

者」（平成 18 年厚生労働省告示第 318 号）において、指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準第百九十四条に規定する講習会を指定する省令（平成

14 年厚生労働省令第 121 号）により、この省令の廃止の日の前日（平成 18 年３月 31
日）において厚生労働大臣の指定を受けていた講習会を行っている者は、指定講習に

相当する講習を行っている者として指定される。

また、これらの事業者（以下「みなし指定事業者」という。）については、平成 17
年度中に講習を実施する場所として届け出ている都道府県において事業所ごとに指定

がされたものとみなされる。
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（３）指定の期間

変更、廃止、休止又は再開の届け出等の手続きは介護保険法施行規則で定められて

いるが、指定の期間については、特段定められておらず、各都道府県が定めることと

なる。

この場合、みなし指定事業者の指定の期間については、施行日前の指定の有効期間を

勘案し、一定の配慮が必要となる。

第三 事業者の要件

 事業者の要件は、介護保険法施行令第４条第２項各号に定められているが、「指定講

習を適正に実施する能力があると認められるもの」の要件として、①事業を適正かつ

円滑に実施するために必要な事務能力及び事業の安定的運営に必要な財政基盤を有す

るものであること、②講習事業の経理が他の事業の経理と明確に区分され、会計帳簿、

決算書類等事業の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること、③事業運営

上知り得た講習受講者に係る秘密の保持について十分な措置がなされていること等が

考えられるが、「事業所の所在地以外で指定講習を実施するような場合における当該指

定講習の実施場所を管轄する都道府県への必要書類の提出」等その他必要な要件につ

いて、各都道府県の実情に応じて定めることが可能である。

第四 指定講習の実施方法及び基準について

（１）指定講習の実施方法

 指定講習は講義、演習により行うこととし、受講者が講習課程での知識及び技術の

修得がなされていることにつき確認ができるようなものであること。

 この場合、カリキュラム中に別途位置づける必要はないが、講義の課程の中で、こ

の内容が担保されている必要がある。

指定講習の修了評価については、指定講習修了者の質の確保を図る観点から、厳正に

行われる必要がある。

全科目の修了時に、別紙１「福祉用具専門相談員指定講習における目的、到達目標及

び内容の指針」に定める「到達目標」に沿って、各受講者の知識・技術等の修得度を評

価すること。

修了評価の実施方法については、筆記の方法により一時間程度実施するものとし、修

了評価に要する時間はカリキュラムの時間数には含めないものとする。評価の難易度に

ついては、福祉用具専門相談員の入口に位置する講習であることから、「列挙できる（知

っているレベル）」「概説できる（一通りの概要を説明できるレベル）」を想定している。

「到達目標」に示す知識・技術等の修得が十分でない場合には、事業者は必要に応じ

て補講等を行い、到達目標に達するよう努めるものとする。
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（２）指定講習の基準

ア 開催頻度

指定講習は年に１回以上開催されること。

イ 指定講習の内容

指定講習の内容は、「介護保険法施行規則第二十三条の三十三第二号の厚生労働大

臣が定める講習の内容」（平成 18 年厚生労働省告示第 269 号）及び別紙１で定める

カリキュラムによるが、当分の間、指定講習と同等以上の講習の内容であると都道

府県知事が認める場合においては、適用しないこととされており、その運用に当た

っては、各都道府県において手続き等を定める必要がある。

ウ 指定講習の内容を教授するのに必要な数の講師

イの内容を教授するのに必要な講師の数の講師を有する必要があり、具体的には

以下の要件を満たすことが必要となる。

 ただし、当分の間、指定講習と同等以上の講習の内容であると都道府県知事が認

めるものについては、以下の要件を適用しないため、その運用に当たっては、各都

道府県において手続き等を定める必要がある。

(ｱ) １の講習について３名以上の講師で担当すること 
(ｲ) 演習を担当する講師については、講師一名につき、受講者がおおむね 50 名を超

えない程度の割合で担当すること

(ｳ) 病気等の理由により、当日講師が担当できなくなる場合に備え、代替講師の確

保や予備日設定等の準備ができること

エ 指定講習の課程を教授するのに適当な者

イの内容を教授するのに適当な者であることが必要であり、具体的には、別紙２

「講師要件表」に定める各科目における「講師の要件」を満たす適切な人材が確保

されていること。

 ただし、当分の間、指定講習と同等以上の講習の内容であると都道府県知事が認

めるものについては、別紙の要件を適用しないため、その運用に当たっては、各都

道府県において手続き等を定める必要がある。

第五 事業者の指定申請手続き等について

（１）指定の申請

指定講習を行う者として指定を受けようとする者は、施行規則第 22 条の 34 で準用

する第 22 条の 26 第１項（第６号を除く。）に掲げる事項を記載した申請書又は書類を

提出することとなるが、「その他指定に関し必要があると認める事項」として、旧通知

である「福祉用具専門相談員指定講習会の指定について」（平成 11 年６月３日老発第

437 号厚生省老人保健福祉局長通知）に定める「年間事業計画表」等の様式を用い、指
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定講習の開催状況等を確認するためのものを提出させることが考えられる。

 また、「運営規程」の内容については、講習受講者に指定講習の内容を明示するため、

少なくとも次に掲げる事項を明らかにした運営規定を定め、公開することが必要であ

る。

(ｱ) 開講目的 
(ｲ) 講習の名称 
(ｳ) 事業所の所在地 
(ｴ) 講習期間 
(ｵ) 講習課程 
(ｶ) 講師氏名 
(ｷ) 修了評価の実施方法 
(ｸ) 講習修了の認定方法及び欠席した場合の取扱い 
(ｹ) 年間の開講期間 
(ｺ) 受講手続き 
(ｻ) 受講料（補講等を含む。）等受講に際し必要な費用の額 

（２）事業報告書の提出

指定講習を行う者は、毎事業年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事

業報告書を都道府県知事へ提出する必要がある。

(ｱ) 開催日時及び場所 
(ｲ) 受講者数及び修了者数 
(ｳ) 講習課程 
(ｴ) 講習会時間割表 
(ｵ) 担当講師一覧 
(ｶ) 収支決算書 
(ｷ) その他必要な事項 
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別紙１ 

福祉用具専門相談員指定講習における目的、到達目標及び内容の指針 

科目 目的 到達目標 内容 

１ 福祉用具と福祉用具専門相談員の役割 

福祉用具

の役割 

(１時間) 

・福祉用具の定義と、高

齢者等の暮らしを支え

る上で果たす役割を理

解する。 

・福祉用具の定義について、自立支

援の考え方を踏まえて概説でき

る。 

・福祉用具の種類を概説できる。 

・高齢者等の暮らしを支える上で福

祉用具の果たす役割をイメージで

きる。 

○福祉用具の定義と種類

・介護保険制度や障害者総合支援制度等における福祉用具の定義と種類

○福祉用具の役割

・利用者の日常生活動作（ADL）等の改善

・介護負担の軽減

○福祉用具の利用場面

※必要に応じて、視聴覚教材の活用、医療・介護現場の実習・見学等を組み合わせる。 

福祉用具

専門相談

員の役割

と職業倫

理 

(１時間) 

・介護保険制度における

福祉用具専門相談員の

位置付けと役割を理解

する。 

・福祉用具専門相談員と

しての職業倫理の重要

性を理解する。 

・福祉用具による支援の手順に沿っ

て、福祉用具専門相談員の役割を

列挙できる。 

・介護保険制度の担い手として職業

倫理の重要性を理解し、仕事をす

る上での留意点を列挙できる。 

○介護保険制度における福祉用具専門相談員の位置付けと役割

○福祉用具専門相談員の仕事内容

・福祉用具による支援（利用目標や選定の援助、使用方法の指導、機能等の点検等） 

○職業倫理

・福祉用具専門相談員の倫理（法令順守、守秘義務、利用者本位、専門性の向上等） 

２ 介護保険制度等に関する基礎知識 

介護保険

制度等の

考え方と

仕組み 

(２時間) 

・介護保険制度等の目的

と、基本的な仕組みを

理解する。 

・地域包括ケアに係る関

連施策について理解

し、福祉用具専門相談

員はその担い手の一員

であることを自覚す

・介護保険制度等の理念、給付や認

定の方法及び介護サービスの種

類・内容を列挙できる。 

・地域包括ケアの理念を概説でき

る。 

・地域包括ケアの構成要素と、支え

る主体を列挙できる。 

・地域ケア会議の役割・機能を概説

○介護保険制度等の目的と仕組み

・介護保険法の理念（尊厳の保持、自立支援、利用者選択と自己決定等）

・介護保険制度の仕組み（要介護認定、サービス提供、費用負担等）

・介護サービスの種類と内容

・高齢者・障害者の保健・福祉に関連した制度（障害者総合支援法等）の概要

○地域包括ケアの考え方

・地域包括ケアの理念（住み慣れた地域での生活の継続、包括的な支援等）

・構成要素（医療・介護・予防・住まい・生活支援）と多様な支え方（自助・互助・
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る。 

・地域包括ケアを担う各

専門職の役割・責務に

ついて理解する。 

できる。 

・地域包括ケアを担う各専門職の役

割・責務を列挙できる。 

共助・公助） 

・地域ケア会議の役割・機能 

・医療・介護に関わる各専門職の役割 

介護サー

ビスにお

ける視点 

(２時間) 

・介護サービスを提供す

るに当たって基本とな

る視点を身に付ける。 

・ケアマネジメントの考

え方を踏まえ、福祉用

具に係るサービスの位

置付けや多職種連携の

重要性を理解する。 

・利用者の人権と尊厳を保持した関

わりを行う際の留意点を列挙でき

る。 

・ケアマネジメントや介護予防、多

職種連携の目的を概説できる。 

・居宅サービス計画と福祉用具貸与

計画等の関係性を概説できる。 

・国際生活機能分類（ICF）の考え

方を概説できる。 

○人権と尊厳の保持

・プライバシー保護、身体拘束禁止、虐待防止、ノーマライゼーション、エンパワ

メント、クオリティオブライフ（QOL） 

○ケアマネジメントの考え方

・ケアマネジメントの意義・目的（人間の尊厳、自立支援及び自己決定・自己実現） 

・ケアマネジメントの手順（アセスメント、ケアプラン作成、サービス担当者会議、

説明と同意及びモニタリング） 

・居宅サービス計画と福祉用具貸与計画等との関係性 

・介護予防の目的と視点 

・国際生活機能分類（ICF）の考え方 

・多職種連携の目的と方法（介護に関わる専門職の種類と専門性及びサービス担当

者会議等での連携の具体例） 

３ 高齢者と介護・医療に関する基礎知識 

からだと

こころの

理解 

(６時間) 

・高齢者等の心身の特徴

と日常生活上の留意点

を理解する。 

・認知症に関する基本的

な知識を踏まえ、認知

症高齢者との関わり方

を理解する。 

・加齢に伴う心身機能の変化の特徴

を列挙できる。 

・高齢者に多い疾病の種類と症状を

列挙できる。 

・認知症の症状と心理・行動の特徴

を理解し、それを踏まえた関わり

方を列挙できる。 

○加齢に伴う心身機能の変化の特徴

・身体機能の変化の特徴（筋・骨・関節の変化、認知機能の変化、体温維持機能の

変化、防衛反応の低下、廃用症候群等） 

・心理機能の変化の特徴（喪失体験、環境への不適応等） 

○認知症の理解と対応

・認知症の症状

・認知症高齢者の心理・行動の特徴と対応

リハビリ

テーショ

ン 

・リハビリテーションの

考え方を理解する。 

・リハビリテーションに

・リハビリテーションの考え方と内

容を概説できる。 

・リハビリテーションにおける福祉

○リハビリテーションの基礎知識

・リハビリテーションの考え方と内容

・リハビリテーションに関わる専門職の役割
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(２時間) おける福祉用具の関係

性を理解する。 

用具の関係性と、リハビリテーシ

ョンに関わる専門職との連携にお

けるポイントを列挙できる。 

○リハビリテーションにおける福祉用具の役割

・リハビリテーションで用いられる福祉用具の種類と内容

・リハビリテーション専門職との連携

高齢者の

日常生活

の理解 

(２時間) 

・高齢者等の日常生活の

個別性や家族との関係

など、生活全般を捉え

る視点を身に付ける。 

・基本的動作や日常生活

動作（ADL）・手段的日

常生活動作（IADL）の

考え方、日常生活を通

じた介護予防の視点を

理解する。 

・日常生活には個別性があることを

理解し、生活リズム、生活歴、ラ

イフスタイル、家族や地域の役割

等を列挙できる。 

・基本的動作や日常生活動作

（ADL）・手段的日常生活動作

（IADL）の種類を列挙できる。 

・自宅や地域での日常生活を通じた

介護予防を列挙できる。 

○日常生活について

・生活リズム、生活歴、ライフスタイル、家族や地域の役割等

○基本的動作や日常生活動作（ADL）の考え方

・基本的動作の種類と内容（寝返り、起き上がり、座位、立ち上がり、立位、着座、

歩行、段差越え、階段昇降等） 

・日常生活動作（ADL）、手段的日常生活動作（IADL）の種類と内容 

・自宅や地域での日常生活を通じた介護予防 

介護技術 

(４時間) 

・日常生活動作ごとの介

護の意味と手順を踏ま

え、福祉用具の選定・

適合に当たって着目す

べき動作のポイントを

理解する。 

・日常生活動作（ADL）に関連する

介護の意味と手順について列挙で

きる。 

・各介護場面における動作のポイン

トと、それを支える福祉用具の役

割を列挙できる。 

○日常生活動作（ADL）（※）における基本的な介護技術

・介護を要する利用者の状態像

・日常生活動作に関連する介護の意味と手順、その際に用いる福祉用具

※食事、排泄、更衣、整容、入浴、移動・移乗、コミュニケーションなど 

住環境と

住宅改修 

(２時間) 

・高齢者の住まいにおけ

る課題や住環境の整備

の考え方を理解する。 

・介護保険制度における

住宅改修の目的や仕組

みを理解する。 

・高齢者の住まいの課題を列挙でき

る。 

・住環境の整備のポイントを列挙で

きる。 

・介護保険制度における住宅改修の

目的や仕組みを概説できる。 

○高齢者の住まい

・住宅構造・間取り・設備の種類等の高齢者の住まいにおける課題

○住環境の整備

・住環境整備の考え方

・基本的な整備のポイント（トイレ、浴室、玄関、居室等の段差解消、床材選択、

手すりの取付け等） 

○介護保険制度における住宅改修

・住宅改修の目的、範囲、手続きの手順等
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４ 個別の福祉用具に関する知識・技術 

福祉用具

の特徴 

(８時間) 

・福祉用具の種類、機能

及び構造を理解する。 

・基本的動作や日常の生

活場面に応じた福祉用

具の特徴を理解する。 

・福祉用具の種類、機能及び構造を

概説できる。 

・基本的動作と日常の生活場面に応

じた福祉用具の関わりや福祉用具

の特徴を列挙できる。 

○福祉用具の種類、機能及び構造

※起居、移乗、移動、床ずれ、排泄、入浴、食事・更衣・整容、コミュニケーション・

社会参加関連用具及びその他の福祉用具 

○基本的動作と日常の生活場面に応じた福祉用具の特徴

福祉用具

の活用 

(８時間) 

・福祉用具の基本的な選

定・適合技術を修得す

る。 

・高齢者の状態像に応じ

た福祉用具の利用方法

を修得する。 

・各福祉用具の選定・適合を行うこ

とができる。 

・高齢者の状態像に応じた福祉用具

の利用方法を概説できる。 

○各福祉用具の選定・適合技術

・福祉用具の選定・適合の視点と実施方法

・福祉用具の組み立て・使用方法と利用上の留意点（誤った使用方法や重大事故の

例示を含む） 

○高齢者の状態像に応じた福祉用具の利用方法

５ 福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識 

福祉用具

の供給の

仕組み 

(２時間) 

・福祉用具の供給の流れ

や整備方法を理解す

る。 

・福祉用具の供給の流れと各段階の

内容を列挙できる。 

・福祉用具の整備の意義とポイント

を列挙できる。 

○福祉用具の供給の流れ

・福祉用具の製造、輸入、販売及び貸与の流れ

・介護保険法における福祉用具貸与事業の内容

○福祉用具の整備方法

・消毒、保守点検等

福祉用具

貸与計画

等の意義

と活用 

(５時間) 

・福祉用具による支援の

手順と福祉用具貸与計

画等の位置付けを理解

する。 

・福祉用具貸与計画等の

作成と活用方法を理解

する。 

・利用者の心身の状況や

生活における希望、生

・福祉用具による支援の手順と福祉

用具貸与計画等の位置付けについ

て概説できる。 

・福祉用具貸与計画等の項目の意味

と内容を概説できる。 

・福祉用具貸与計画等の活用のポイ

ントを列挙できる。 

・利用者の心身の状況や生活におけ

る希望、生活環境等を踏まえた利

○福祉用具による支援の手順の考え方

・居宅サービス計画と福祉用具貸与計画等の関係性

・アセスメント、利用目標の設定、選定、福祉用具貸与計画等の作成、適合・使用

方法の説明、モニタリング等 

・状態像に応じた福祉用具の利用事例（福祉用具の組合せや利用上の留意点、見直

しの頻度、医療・介護・地域資源との連携方法等） 

○福祉用具貸与計画等の意義と目的

・記録の意義・目的（サービス内容の明確化、情報共有、エビデンス、リスクマネ

ジメント） 
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活環境等を踏まえた利

用目標の設定や選定の

重要性を理解する。 

・モニタリングの意義や

方法を理解する。 

用目標の設定や選定の重要性を概

説できる。 

・モニタリングの意義や方法を概説

できる。 

○福祉用具貸与計画等の記載内容

・利用者の基本情報、福祉用具が必要な理由、福祉用具の利用目標、具体的な福祉

用具の機種と当該用具を選定した理由その他関係者間で共有すべき情報 

○福祉用具貸与計画等の活用方法

・利用者・家族や多職種との情報共有とチームアプローチ

○モニタリングの意義と方法

・モニタリングの意義・目的

・モニタリング時の目標達成度の評価・計画変更

６ 福祉用具の利用の支援に関する総合演習 

福祉用具

による支

援の手順

と福祉用

具貸与計

画等の作

成 

(５時間) 

・事例を通じて、福祉用

具による支援の手順の

具体的イメージを得る

とともに、福祉用具貸

与計画等の基本的な作

成・活用技術を修得す

る。 

・福祉用具貸与計画等の作成・活用

における一連の手順を列挙でき

る。 

・福祉用具貸与計画等の作成におけ

る主要なポイントを列挙できる。 

○事例演習

・事例に基づくアセスメント、利用目標の設定、福祉用具の選定及び福祉用具貸与

計画等の作成の演習 

・利用者・家族やサービス担当者会議等での福祉用具貸与計画等の説明及びモニタ

リングに関するロールプレイング 

※事例は、脳卒中による後遺症、廃用症候群、認知症などの高齢者に多い状態像とし、

地域包括ケアにおける福祉用具貸与等の役割や多職種との連携に対する理解が深

まるものが望ましい。 
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別紙２ 

講 師 要 件 表 

科 目 講 師 の 要 件

一 福祉用具と福祉用具専門相談員の役割

⑴ 福祉用具の役割

①保健師 ②看護師 ③理学療法士 ④作業療法士 ⑤福

祉用具専門相談員 ⑥公益財団法人テクノエイド協会等が

実施する福祉用具プランナー研修修了者（以下「福祉用具プ

ランナー研修修了者」という。） ⑦大学院、大学、短期大

学、介護福祉士養成校、福祉系高等学校等において当該科目

又はそれと類似する科目を担当する教員（非常勤を含む。以

下「大学院等教員」という。） ⑧前記以外の者でその業績

を審査することによって当該科目の担当に適任であると特

に認められる者

⑵ 福祉用具専門相談

員の役割と職業倫理

二 介護保険制度等に関する基礎知識

⑴ 介護保険制度等の

考え方と仕組み

①高齢者保健福祉を担当している行政職員 ②保健師 ③

看護師 ④理学療法士 ⑤作業療法士 ⑥社会福祉士 ⑦

介護福祉士 ⑧介護支援専門員 ⑨大学院等教員 ⑩前記

以外の者でその業績を審査することによって当該科目の担

当に適任であると特に認められる者

⑵ 介護サービスにお

ける視点

三 高齢者と介護・医療に関する基礎知識

⑴ からだとこころの

理解

①医師 ②保健師 ③看護師 ④理学療法士 ⑤作業療法

士 ⑥精神保健福祉士 ⑦大学院等教員 ⑧前記以外の者

でその業績を審査することによって当該科目の担当に適任

であると特に認められる者

⑵ リハビリテーショ

ン

①医師 ②理学療法士 ③作業療法士 ④大学院等教員

⑤前記以外の者でその業績を審査することによって当該科

目の担当に適任であると特に認められる者

⑶ 高齢者の日常生活

の理解
①保健師 ②看護師 ③理学療法士 ④作業療法士 ⑤介

護福祉士 ⑥介護実習・普及センターに配置されている介護

機器相談指導員（以下「介護機器相談指導員」という。） ⑦

大学院等教員 ⑧前記以外の者でその業績を審査すること

によって当該科目の担当に適任であると特に認められる者
⑷ 介護技術

⑸ 住環境と住宅改修

①理学療法士 ②作業療法士 ③福祉用具専門相談員 ④

福祉住環境コーディネーター１級・２級試験合格者 ⑤福祉

用具プランナー研修修了者 ⑥１級・２級建築士 ⑦大学院

等教員 ⑧前記以外の者でその業績を審査することによっ

て当該科目の担当に適任であると特に認められる者
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四 個別の福祉用具に関する知識・技術

⑴ 福祉用具の特徴
①保健師 ②看護師 ③理学療法士 ④作業療法士 ⑤介

護福祉士 ⑥福祉用具専門相談員 ⑦福祉用具プランナー

研修修了者 ⑧介護機器相談指導員 ⑨大学院等教員 ⑩

前記以外の者でその業績を審査することによって当該科目

の担当に適任であると特に認められる者
⑵ 福祉用具の活用

五 福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識

⑴ 福祉用具の供給の

仕組み
①保健師 ②看護師 ③理学療法士 ④作業療法士 ⑤介

護福祉士 ⑥福祉用具専門相談員 ⑦福祉用具プランナー

研修修了者 ⑧大学院等教員 ⑨前記以外の者でその業績

を審査することによって当該科目の担当に適任であると特

に認められる者

⑵ 福祉用具貸与計画

等の意義と活用

六 福祉用具の利用の支援に関する総合演習

福祉用具による支援

の手順と福祉用具貸与

計画等の作成

①保健師 ②看護師 ③理学療法士 ④作業療法士 ⑤介

護福祉士 ⑥福祉用具専門相談員 ⑦福祉用具プランナー

研修修了者 ⑧大学院等教員 ⑨前記以外の者でその業績

を審査することによって当該科目の担当に適任であると特

に認められる者

※ 講師（医師を除く）は、上記の要件に加えて、それぞれの実務経験・教員歴等を概

ね５年以上有すること。 
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岡事指第 ６４６ 号

平成２５年９月１０日

各 指 定（介護予防）福祉用具貸与事業者 様

各指定特定（介護予防）福祉用具販売事業者 様

岡山市保健福祉局事業者指導課長

居宅介護支援事業者に対する利益供与について（通知）

日頃から、介護保険サービスの適正な提供にご尽力いただきありがとうございます。

さて、指定（介護予防）福祉用具貸与事業者及び指定特定（介護予防）福祉用具販

売事業者により、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者

、サービス提を利用させることの対償として行う利益供与は、下記参考条文のとおり

供の公正中立性の確保を妨げる行為として禁止されています。しかしながら、第三者から

見て公平性を疑われかねないような事例が見受けられるとの情報提供が本市に寄せられて

います。

事業者の皆様方におかれましては、条例等で定める規準を遵守するとともに、利用者

や第三者から公正、公平性を疑われることのないよう 事業活動を行っ十分に留意の上、

ていただきますようよろしくお願いいたします。

（参考）

岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成 年 月 日 条例第 号）24 12 19 85
(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)

第 条 指定訪問介護事業者は，居宅介護支援事業者又はその従業者に対し，利用者に対して特定の事37
。業者によるサービスを利用させることの対償として，金品その他の財産上の利益を供与してはならない

※福祉用具貸与、販売については上記条文を準用しています。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

（平成 年 月 日 厚生省令第 号）11 3 31 38
(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等)

第 条25
指定介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して3

特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として，当該居宅サービス事業者

等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

上記に加え、介護予防サービスについても条例、省令に同様の定めがあります。

（問い合わせ先）

在宅指導係 笠井

086-212-1013℡
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１．事業者指導課に提出が必要な書類について 

１．各種書類の提出期限について 

① 平成２７年４月１日適用開始の体制届

・国の留意事項通知にかかわらず、体制届の提出期限は、

平成２７年４月１日（水） とします。

※（体制届の必要書類・提出方法については、詳細が決定次第、岡山市事業者指導課

ホームページでお知らせします。） 

２．平成２７年度報酬改定に伴い、重要事項説明書が変更となる場合について（案） 

(1) 平成２７年度からの利用申込者に対しては、変更内容を反映させた重要事項説明書

を作成の上、当該説明書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。 

(2) 既存の利用者に対しては、変更内容を反映した重要事項説明書（同意を得ている重

要事項説明書の内容の一部差し替えとして、変更部分のみでも可）を交付して説明を

行うこと。 

３．運営規程の記載内容の変更について 

平成２７年８月から、一定以上所得者の利用者負担の見直しが行われることに伴い、

利用料の額について、運営規程に「法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示

上の額の１割」である旨記載している場合は、２割負担となる場合についての追記が必

要となります。 

 運営規程の記載内容を変更するとともに、変更後１０日以内に変更届を提出してくだ

さい。 

４．疑義照会（質問）について 

今回の集団指導に係る内容のものに限らず、疑義照会・質問等については、「質問票」

により FAX にて送信してください。 

５．厚生労働省からの Q＆A 等について（案） 

今後、厚生労働省から発出される Q＆A 等については、随時ホームページ上で公開し

ていきます。 

また、Q＆A等の内容によっては、本日の集団指導資料の記載内容を変更する場合があ

ります。その場合もホームページ上でお知らせしますので、随時確認をお願いします。 

（岡山市事業者指導課ホームページ） 

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00003.html 

資料 事業者指導課（訪問通所事業者係）からのお知らせ 
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平成 年 月 日

岡山市 保健福祉局 事業者指導課 宛

ＦＡＸ番号 ０８６－２２１－３０１０

電話・ＦＡＸ番号・メールアドレス 変更届 

下記のとおり電話・ＦＡＸ番号・メールアドレスが変更になりましたので，

お知らせします。

記

法人名 

事業所名 

介護保険事業所番号 

旧番号 新番号

電話番号

ＦＡＸ番号

メール

アドレス

電話番号

ＦＡＸ番号

メール

アドレス
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事業所名

サービス
種別

事業所
番号 33

所在地

Ｔｅｌ Ｆａｘ

担当者名 職名

【質問】

【回答】

【質　問　票】
 平成　　　年　　　月　　　日
 岡山市事業者指導課訪問通所事業者
係宛
 Ｆａｘ：０８６（２２１）３０１０
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